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お客様各位 

 

 

手取金の使途に係るご説明 

 

 

「金融商品取引法第44条の3第1項第4号」及び「金融商品取引業等に関する内

閣府令第153条第1項第3号」に基づき、以下の通りご説明申し上げます。 

 

このたびの弊社の引受けに係る有価証券の発行者は、株式会社三井住友銀行、

株式会社関西アーバン銀行、株式会社みなと銀行その他弊社の親法人等又は子

法人等に対して借入金に係る債務を有する場合には、当該有価証券に係る手取

金の全部又は一部を当該債務の弁済に充当する可能性があります。 

 

 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 



発行登録追補目論見書 

平成３０年１月 



不動産投資法人は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指しています。本投資法人債の価

格は、金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には投資元本を割り込むことがあります。

また、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の経営・財務状況の変化により支払能力が悪化した場

合、本投資法人債に関する元利金の支払いの一部又は全部が行われない可能性があります。 



【表紙】
【発行登録追補書類番号】 29－投法人１－２ 

【提出書類】 発行登録追補書類 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成30年１月11日 

【発行者名】 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 

【代表者の役職氏名】 執行役員  峯村 悠吾 

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 

【事務連絡者氏名】 インベスコ・グローバル・リアルエステート・ 

アジアパシフィック・インク 

ポートフォリオマネジメント部長 

甲斐 浩登 

【電話番号】 03-6447-3395 

【発行登録の対象とした募集内国投資証券に

係る投資法人の名称】 

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 

【発行登録の対象とした募集内国投資証券の

形態】 

投資法人債券（短期投資法人債を除く。） 

【今回の募集金額】 第３回無担保投資法人債（５年債） 55億円 

【発行登録書の内容】 

（１）【提出日】 平成29年２月27日 

（２）【効力発生日】 平成29年３月７日 

（３）【有効期限】 平成31年３月６日 

（４）【発行登録番号】 29－投法人１ 

（５）【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 50,000百万円 

【これまでの募集実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番 号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円） 

29－投法人１－１ 平成29年４月14日 3,400百万円 － － 

実績合計額（円） 
3,400百万円 

（3,400百万円） 
減額総額（円） なし 

（注）実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出しています。 

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 46,600百万円

（46,600百万円）

（注）残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額（下段

（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出していま

す。 

（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項はありません。 

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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第一部【証券情報】

第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】

該当事項はありません。 

第２【新投資口予約権証券】

該当事項はありません。 

第３【投資法人債券（短期投資法人債を除く。）】
（１）【銘柄】

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第３回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）

（以下「本投資法人債」といいます。）

（２）【投資法人債券の形態等】

①社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を

含み、以下「振替法」といいます。）第115条で準用する同法第66条第２号の定めに従い振替法の規定の適用

を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、振替法第115条で準用する同法第67条第１項の定めに従い

投資法人債券を発行することができません。

ただし、振替法第115条で準用する同法第67条第２項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者

（以下「本投資法人債権者」といいます。）はインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資

法人」といいます。）に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要す

る費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投

資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合

は行いません。

②信用格付業者から提供され、又は閲覧に供された信用格付

本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所（以下「JCR」といいます。）からA＋の信用格

付を平成30年１月11日付で取得しています。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもので

す。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実

性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を

予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、

債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動しま

す。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報

源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性が

あります。本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホー

ムページ（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される

「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されています。なお、システム障害等何ら

かの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。

JCR：電話番号03-3544-7013

（３）【券面総額】

本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。

なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は金55億円です。

（４）【各投資法人債の金額】

金100万円

（５）【発行価額の総額】

金55億円

（６）【発行価格】

各投資法人債の金額100円につき金100円

（７）【利率】

年0.457パーセント

- 1 -



（８）【利払日及び利息支払の方法】

①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日（以下「償還期日」といいます。）

までこれをつけ、平成30年７月26日を第１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年１月26日

及び７月26日の２回に各日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない期間に係る利息を計算

するときは、その半か年の日割でこれを計算します。

②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰

上げにより利息の減額はなされません。

③償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合に

は、償還期日の翌日から、本投資法人債権者に現実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告し

た日から５銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害

金を付するものとします。

④本投資法人債の利息の支払期日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の

翌日から、本投資法人債権者に現実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から５銀行

営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付するもの

とします。

（９）【償還期限及び償還の方法】

①本投資法人債の元金は、平成35年１月26日にその総額を償還します。

②本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。

③本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。

④本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機

関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。

（１０）【募集の方法】

一般募集

（１１）【申込証拠金】

各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。

申込証拠金には利息をつけません。

（１２）【申込期間】

平成30年１月12日から平成30年１月25日まで

（１３）【申込取扱場所】

別記「(16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店

（１４）【払込期日】

平成30年１月26日

（１５）【払込取扱場所】

該当事項はありません。 

（１６）【引受け等の概要】

本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目３

番１号
4,000

１.引受人は、本投資法人債の全

額につき共同して買取引受け

を行います。

２.本投資法人債の引受手数料は

各投資法人債の金額100円につ

き金50銭とします。

野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番

１号
1,500

計 － 5,500 －
 

（１７）【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

投資法人債管理者の名称 住所 委託の条件 

株式会社りそな銀行 
大阪市中央区備後町二丁目２番

１号 

１.投資法人債管理者は、本投資法人債の管理を

受託します。 

２.本投資法人債の管理手数料については、投資

法人債管理者に対し、期中において年間各投

資法人債の金額100円につき金２銭を支払うこ

ととします。 
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（１８）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

（１９）【投資法人の登録年月日及び登録番号】

登録年月日  平成26年３月20日

登録番号   関東財務局長第90号

（２０）【手取金の使途】

本投資法人債の払込金額5,500百万円から発行諸費用の概算額42百万円を控除した差引手取概算額5,458百万円

については、平成30年１月31日に返済期限が到来する借入金（5,500百万円）の返済資金の一部に充当する予

定です。

（２１）【その他】

1. 担保及び保証の有無

本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあり

ません。

2. 担保提供制限

(1)  本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に

発行した、又は国内で今後発行する他の投資法人債のために投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26

年法律第198号。その後の改正を含み、以下「投信法」といいます。）及び担保付社債信託法（明治38年

法律第52号。その後の改正を含み、以下「担保付社債信託法」といいます。）に基づき担保権を設定する

場合は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。 

(2)  本項(1)に基づき設定した担保権が本投資法人債を担保するに十分でない場合、本投資法人は本投資法人

債のために投信法及び担保付社債信託法に基づき投資法人債管理者が合理的に適当と認める担保権を設定

します。 

3. 担保付投資法人債への切換

(1)  本投資法人は、投資法人債管理者と協議のうえ、いつでも本投資法人債のために、投信法及び担保付社債

信託法に基づき、担保権を設定することができます。 

(2)  本投資法人が別記「(21)その他 2．担保提供制限」又は本項(1)により本投資法人債のために担保権を設

定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第

41条第４項の規定に準じて公告します。 

4. 担保提供制限の例外

(1)  本投資法人が別記「(21)その他 2．担保提供制限」又は別記「(21)その他 3．担保付投資法人債への切

換(1)」により本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法に基づき投資法人債管理者が本投資法

人債を担保するに十分であると合理的に認める担保権を設定した場合には、以後別記「(21)その他 2．

担保提供制限」、別記「(21)その他 6．投資法人債管理者に対する通知(2)」及び別記「(21)その他 

7．投資法人債管理者に対する定期報告(4)」は適用しません。 

(2)  本投資法人が、合併により、担保権の設定されている被合併投資法人の資産を承継する場合又は既に担保

権が設定された資産を取得する場合には別記「(21)その他 2．担保提供制限」は適用しません。 

5. 期限の利益喪失に関する特約

(1)  本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債について期限の利益を喪失

します。ただし、別記「(21)その他 2．担保提供制限」又は別記「(21)その他 3．担保付投資法人債へ

の切換(1)」により本投資法人が本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法に基づき投資法人債

管理者が本投資法人債を担保するに十分であると合理的に認める担保権を設定したときには、本項(1)③

に該当しても期限の利益を喪失しません。 

① 本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背したとき。

② 本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背したとき。

③ 本投資法人が別記「(21)その他 2．担保提供制限」の規定に違背したとき。

④ 本投資法人が別記「(21)その他 6．投資法人債管理者に対する通知」乃至別記「(21)その他 8．投資法

人債管理者の調査権限」及び別記「(21)その他 11．公告の方法」に定める規定に違背し、投資法人債管

理者の指定する合理的期間内にその履行又は補正をしなかったとき。

⑤ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債（当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が

特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨

の特約が付されている投資法人債を除きます。）について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもそ

の弁済をすることができないとき。

⑥ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し若しくは期限が到来してもその弁

済をすることができないとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借
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入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を

することができないとき。ただし、(a)当該借入金債務及び当該保証債務の合計額（外貨建ての場合はそ

の邦貨換算後）（(b)に該当するものを除きます。）が10億円を超えない場合並びに(b)当該借入債務又は

当該保証債務の履行について、当該債務を被担保債務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして

行われ、当該債務の履行の引当てが本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付されている場合

は、この限りではありません。 

⑦ 本投資法人が破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をし、又は投資主総会において解散（合併の

場合を除きます。）の決議を行ったとき。

⑧ 本投資法人が破産手続開始若しくは民事再生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

⑨ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法

人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。

⑩ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第２項

に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかったとき。

⑪ 本投資法人がその事業経営に不可欠な資産に対し差押若しくは競売（公売を含みます。）の申立を受けた

場合又は滞納処分を受けた場合等、本投資法人の信用を著しく害損する事実が生じ、投資法人債管理者が

本投資法人債の存続を不適当であると認めたとき。

(2) 本項の規定により本投資法人債について期限の利益を喪失した場合には、本投資法人はただちにその旨を

別記「(21)その他 11．公告の方法」に定める方法により公告します。

6. 投資法人債管理者に対する通知

(1)  本投資法人は、本投資法人債発行後、投資法人債原簿に記載すべき事由が生じたとき及び変更が生じたと

きは、遅滞なく投資法人債原簿にその旨を記載し、書面により投資法人債管理者に通知します。 

(2)  本投資法人は、本投資法人債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によ

りその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を投資法人債管理者に通知します。 

(3)  本投資法人は、次の各場合には、あらかじめ書面により投資法人債管理者に通知します。 

① 本投資法人規約を変更しようとするとき。

② 本投資法人の組織変更に関する行為を行おうとするとき。

③ 他の投資法人との合併をしようとするとき。

④ 一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社（それぞれ別記「(21)その他 14．一般事務受託者」乃

至別記「(21)その他 16．資産保管会社」にて定義します。以下同じです。）との業務委託契約について

重要な変更をし、又は当該契約の解約をしようとするとき。

7. 投資法人債管理者に対する定期報告

(1)  本投資法人は、投資法人債管理者から合理的な要求があった場合には、投資法人債管理者にその事業の概

況を報告し、また、資産運用報告の写しを各決算期経過後３か月以内に投資法人債管理者に提出します。 

(2)  本投資法人は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。）に基

づき作成する有価証券報告書及びその添付書類について金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示

手続を行ったときには、遅滞なくその旨を投資法人債管理者に通知します。臨時報告書及び訂正報告書に

ついても有価証券報告書の取扱いに準じます。ただし、本投資法人が本項に規定する書類の写しを遅滞な

く投資法人債管理者に提出した場合には、本項本文に定める投資法人債管理者への通知を省略することが

できるものとします。 

(3)  本投資法人は、本項(2)に定める投資法人債管理者への通知又は書類の提出について、有価証券報告書に

おいては各決算期経過後３か月以内に、臨時報告書及び訂正報告書においては本項(2)の電子開示手続を

行った後遅滞なく行うものとします。 

(4)  本投資法人は、本投資法人債発行後、毎決算期末における別記「(21)その他 6．投資法人債管理者に対

する通知(2)」に該当した国内債務がある場合、その現存額、担保物その他必要な事項を投資法人債管理

者に報告します。 

8. 投資法人債管理者の調査権限

(1)  投資法人債管理者は、法令及び本投資法人と投資法人債管理者との間の平成30年１月11日付インベスコ・

オフィス・ジェイリート投資法人第３回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）管理委託契

約証書（以下「管理委託契約証書」といいます。）の定めに従い投資法人債管理者の権限を行使し、又は

義務を履行するために必要と合理的に認めたときは、本投資法人並びにその一般事務受託者、資産運用会

社及び資産保管会社に対して本投資法人の業務及び財産の状況に関する報告書の提出を請求し、又は自ら

これらにつき調査することができます。 

(2)  本項(1)の場合で、投資法人債管理者が本投資法人の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社の

調査を行うときは、本投資法人は、実務上可能な限りこれに協力します。 
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9. 債権者の異議手続における投資法人債管理者の権限 

投資法人債管理者は、投信法第139条の10第２項で準用する会社法（平成17年法律第86号、その後の改正を含

み、以下「会社法」といいます。）第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に掲げる債権者保護手

続において、投資法人債権者集会の決議によらずに投資法人債権者のために異議を述べることは行いません。 

10. 投資法人債管理者の辞任 

投資法人債管理者は、投資法人債権者と投資法人債管理者との間で利益が相反する場合（利益が相反するおそ

れがある場合を含みます。）その他正当な事由がある場合は、投資法人債管理者の事務を承継する者を定めて辞

任することができます。 

11. 公告の方法 

本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告を行う場合は、法令又は管理委託契約証書に別段の定めが

あるものを除き、本投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。 

12. 投資法人債権者集会 

(1)  本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類（投信法第139条の７で準用する会社法第681条第１号に定め

る種類をいいます。）の投資法人債（以下「本種類の投資法人債」と総称します。）の投資法人債権者集

会は、本投資法人又は投資法人債管理者がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の３週間前

までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第２項で準用する会社法第719条各号所定

の事項を公告します。 

(2)  本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。 

(3)  本種類の投資法人債の総額（償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の

金額はこれに算入しません。）の10分の１以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、

振替法第115条で準用する第86条第１項及び第３項に定める書面を投資法人債管理者に提示したうえ、投

資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人又は投資法人債管理者に

提出して本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。 

13. 発行代理人及び支払代理人 

株式会社りそな銀行 

14. 一般事務受託者 

(1)  本投資法人債に関する一般事務受託者 

① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務（投信法第117条第１号関係） 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

野村證券株式会社 

② 別記「(21)その他 13．発行代理人及び支払代理人」に定める発行代理人及び支払代理人に委託する発行

及び期中事務（投信法第117条第３号及び第６号関係） 

株式会社りそな銀行 

なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みま

す。）第169条第２項第４号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、

振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代

理人及び口座管理機関を経て処理されます。 

③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務（投信法第117条第２号関係） 

株式会社りそな銀行 

(2)  本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者（投信法第117条第２号乃至第６号関係） 

三井住友信託銀行株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

有限会社東京共同会計事務所 

株式会社三井住友銀行 

15. 資産運用会社 

インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク 

16. 資産保管会社 

三井住友信託銀行株式会社 

17. 申込等 

別記「(16)引受け等の概要」記載の各引受人は、募集に際して、発行価格と同額の申込証拠金を申込者より徴

収し、これを払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金には利息をつけません。 
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第二部【参照情報】

第１【参照書類】
 

 金融商品取引法第27条において準用する同法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

計算期間 第６期（自 平成28年11月１日 至 平成29年４月30日） 平成29年７月27日関東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
 

参照書類である平成29年７月27日付の有価証券報告書（以下「参照有価証券報告書」といいます。）に関して、参

照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日（平成30年１月11日）現在までに補完すべき情報は以下に記

載のとおりです。

なお、参照有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、以下に記載の事項を除き、当該事項は本

発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。

 

１ 規約の一部変更

平成30年１月10日に開催した本投資法人の投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）において、投資法人

規約の一部変更（以下「本変更」といいます。）が承認されました。その主な内容は以下のとおりです。

（ⅰ） 投信法に基づく投資主総会の招集手続における公告の省略を可能とするための定めである、本投資法人の

本変更前の規約第９条第２項に定める「一定の日」について、平成30年12月25日から平成31年12月25日に

変更するため、規定の変更を行うものです。また、かかる変更に合わせて、基準日に係る規定を変更する

ものです。

（ⅱ） 会計監査人に対する報酬の支払時期に関し、本投資法人の支払実務に即した規定に変更するものです。

（ⅲ） 一般社団法人投資信託協会の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則が改正され、同規則におけ

る不動産等の定義に一定の海外不動産保有法人の株式又は出資が追加されたことに伴い、本投資法人の規

約における不動産等の定義に、当該海外不動産保有法人の株式又は出資を追加する変更を行うものです。

また、かかる変更に伴い、資産評価の方法等につき必要な修正を加えるものです。

（ⅳ） 不動産関連ローン等資産を新たに本投資法人の投資対象資産に追加する変更を行うものです。また、かか

る変更に伴い資産評価の方法等につき必要な修正を加えるものです。

（ⅴ） 本投資法人が、収入金等を再投資できることを明確にするため、収入金等の再投資に係る条文を新設する

ものです。

（ⅵ） 運用報酬①、取得報酬及び譲渡報酬に関し、不動産関連資産以外の一定の資産を報酬算定の対象に加える

ため、必要な変更を行うものです。

（ⅶ） 運用報酬②の算出に係る基準に関し、調整後EPUの算出にあたりその分子となる金額に、のれん償却額を

加算する形とするため、及び本投資法人において投資口の併合又は分割が行われた場合の取扱いを明確に

するため、必要な変更を行うものです。

（ⅷ） その他、必要な表現の変更及び明確化並びに字句の修正等のために、所要の変更を行うものです。

また、本変更に伴い、本資産運用会社の運用ガイドラインについて、不動産関連ローン等資産への投資に係る規定

を追加する旨の一部変更を実施しました。当該変更において、不動産関連ローン等資産への投資は、総資産の５％の

範囲内で行うものとし、不動産関連ローン等金銭債権の元利金の弁済が確実に履行される見込みがあり、かつ、その

担保又は裏付け資産となる不動産その他の資産が本投資法人の投資基準に合致すると判断されるものに限るものとし

ています。

 

２ 役員の選任 

本投資主総会において、平成30年１月10日付で新たに執行役員１名（峯村 悠吾）が選任（再任）されました。な

お、新執行役員の任期は、投信法及び規約の定めを適用し、選任される平成30年１月10日より、選任後２年を経過し

た日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとなります。

また、本投資主総会において、平成30年１月10日付で新たに監督役員３名（川﨑 英嗣、戸田 裕典、吉田 浩平）

が選任（川﨑氏のみ再任）されました。なお、新監督役員の任期は、規約の定めにより、選任される平成30年１月10

日より、選任後２年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の

時までとなります。新任監督役員２名の経歴等は、以下のとおりです。
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氏 名 
（生年月日） 

略歴及び重要な兼職の状況 

戸田 裕典 
（昭和58年５月28日） 

平成22年１月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 

平成24年２月 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構出向 

平成26年２月 地域経済活性化支援機構出向 

平成26年９月 戸田綜合法律事務所開設 

平成28年４月 

平成30年１月 

弁護士法人戸田綜合法律事務所設立（現任） 

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員

就任（現任） 

吉田 浩平 
（昭和62年３月12日） 

平成22年４月 有限責任あずさ監査法人入所 

平成26年７月 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社 

平成28年４月 吉田公認会計士事務所開設（現任） 

平成28年７月 

平成30年１月 

医療法人桜樹会監事就任（現任） 

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員

就任（現任） 

 

また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、本投資主総会において、補欠執

行役員１名（辻 泰幸）の選任（再任）が承認されました。

 

３ 投資リスク

以下の内容は、参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク／（１）リ

スク要因」を一括して記載したものであり、参照有価証券報告書提出日以後、変更又は追加となった箇所は  罫で

示しています。

 

（１）リスク要因 

 以下においては、本投資口及び本投資法人の発行する投資法人債（以下「本投資法人債」といい、短期投資法

人債を含むことがあります。）への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し

ています。但し、以下は本投資口及び本投資法人債への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記

載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本書に記載の事項には、特に本投資法人及び本資産運用会社

の目標及び意図を含め、将来に関する事項が存在しますが、特に記載のない限り、これら事項は本書の日付現在

における本投資法人及び本資産運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であって、不確実性

を内在するため、実際の結果と異なる可能性があります。 

 本投資法人は、可能な限りこれらのリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針です

が、回避及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。 

 以下に記載するリスクが現実化した場合、分配金の額が減少し、又は本投資口・本投資法人債の市場価格が下

落する可能性があり、その結果、各投資家が投資した金額を回収できなくなる可能性があります。 

 各投資家は、自らの責任において、本項及び本書における本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投資口

及び本投資法人債に関する投資判断を行う必要があります。 

 

 本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。 

 

① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク 

（ア）投資口の商品性に係るリスク 

（イ）換金性・流動性に係るリスク 

（ウ）市場価格の変動に係るリスク 

（エ）金銭の分配に係るリスク 

（オ）投資口の希薄化に係るリスク 

 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

（ア）投資法人の組織運営に係るリスク 

（イ）投資法人の制度に係るリスク 

（ウ）インサイダー取引規制に関するリスク 

（エ）投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに係るリスク 

（オ）不動産の取得方法に係るリスク 
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③ 本投資法人の運用方針に関するリスク 

（ア）運用資産の地域的偏在に関するリスク 

（イ）余裕資金の運用に係るリスク 

（ウ）物件の取得競争に係るリスク 

 

④ 不動産に係るリスク 

（ア）不動産の流動性に係るリスク 

（イ）専門家報告書等に関するリスク 

（ウ）不動産の瑕疵に係るリスク 

（エ）土地の境界等に係るリスク 

（オ）不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

（カ）マスターリースに係るリスク 

（キ）オペレーターに係るリスク 

（ク）PM会社、BM会社等に係るリスク 

（ケ）不動産の運用費用の増加に係るリスク 

（コ）建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

（サ）建築基準法等の規制に係るリスク 

（シ）共有物件に係るリスク 

（ス）区分所有建物に係るリスク 

（セ）借地権に係るリスク 

（ソ）開発物件に係るリスク 

（タ）底地物件に係るリスク 

（チ）有害物質又は放射能汚染等に係るリスク 

（ツ）地球温暖化対策に関するリスク 

（テ）不動産の所有者責任に係るリスク 

（ト）特定の物件への依存度が高いことに係るリスク 

（ナ）テナント集中に係るリスク 

（ニ）フォワード・コミットメント等に係るリスク 

（ヌ）テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

（ネ）売主の倒産等の影響に係るリスク 

（ノ）不動産の売却における制限に係るリスク 

（ハ）不動産の売却に伴う責任に係るリスク 

 

⑤ 不動産信託受益権に係るリスク 

（ア）信託受益者として負うリスク 

（イ）不動産信託受益権の流動性に係るリスク 

（ウ）不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク 

（エ）不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク 

（オ）不動産信託受益権の準共有等に係るリスク 

 

⑥ 匿名組合出資持分及び不動産関連ローン等資産への投資に係るリスク 

 

⑦ 海外不動産投資に係るリスク 

 

⑧ 税制に係るリスク 

（ア）導管性要件に係るリスク 

（イ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク 

（ウ）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

（エ）一般的な税制の変更に係るリスク 

 

⑨ 減損会計及び資産除去債務に関する会計基準の適用に係るリスク 
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① 投資法人が発行する投資口及び投資法人債に係るリスク 

（ア）投資口の商品性に係るリスク 

 投資口は、株式会社における株式に類似する性質を持ち、投資金額の回収や利回りの如何は、経済状況や

不動産及び証券市場等の動向、本投資法人の収益又は財産及び業務の状況に影響され、譲渡による換価時点

において投資金額以上の金額の回収を図ることができる保証はありません。 

 投資口は、投資額の保証がなされる商品ではなく、金融機関の預金と異なり、預金保険等の対象ではあり

ません。本投資法人が通常の清算又は倒産手続により清算される場合、投資主は、本投資法人の全ての債権

者への弁済の後でなければ、投資口の払戻しを受けることはできず、投資金額のほとんどを回収できない可

能性があります。 

 

（イ）換金性・流動性に係るリスク 

 本投資口については、投資主からの請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型であ

るため、投資主が本投資口を換金するためには、原則として東京証券取引所を通じて、又は同取引所外にお

いて、売却することが必要となります。 

 本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場していますが、投資家の希望する時期と条件

で取引できるとの保証や、常に買主が存在するとの保証はなく、譲渡価格を保証する第三者も存在しませ

ん。 

 本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他により、上場廃止基準に抵触する場合には、

本投資口の上場が廃止されます。本投資口の上場市場における売却が困難又は不可能となった場合には、本

投資口の売却を希望する投資主は、相対取引による他なく、本投資口を希望する時期又は条件で換価できな

いか、全く換価できない可能性があります。 

 また、本投資法人債には、確立された取引市場が存在せず、買主の存在も譲渡価格も保証されていませ

ん。そのため、希望する時期や価格で売却することができず、その償還期限前に換金することが困難となる

可能性があり、これにより損害を被る可能性があります。 

 

（ウ）市場価格の変動に係るリスク 

 本投資口の市場価格は、本投資口の売買高及び需給バランス、不動産投資信託証券以外の金融商品に対す

る投資との比較における優劣、金利動向、為替相場、市場環境や景気動向等によって左右されます。また、

地震、津波、液状化等の天災を含む不動産取引の信用性に影響を及ぼす社会的事象等を契機として、不動産

投資信託証券の市場価格が下落するおそれがあります。 

 本投資法人は、不動産関連資産を投資対象としていますが、それらの評価額は、不動産市況、景気動向、

オフィスその他の用途の不動産の需給バランス、かかる需要を左右することのある経済の全般的状況、法制

又は税制の変更、社会情勢その他の要因により変動します。本投資口の市場価格は、一般に本投資法人の保

有に係る運用資産の評価額に影響されるため、運用資産である不動産等の評価額の変動や、これに影響を及

ぼすと考えられる諸要因により変動することがあります。 

 また、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口の

追加発行により行われる場合には、投資口１口当たりの純資産額が減少することがあり、更には市場におけ

る投資口の需給バランスに影響を与えることになり、その結果、本投資口の市場価格が悪影響を受けるおそ

れがあります。更に、投資口の大口保有者が大量に保有投資口を売却した場合には、需給のバランスにより

市場価格が大幅に下落する可能性があります。 

 加えて、本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督

官庁等による行政指導、行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資口の市場価格が下落するこ

とがあります。 

 また、本投資法人債は、金利動向等の市場環境等により価格が変動することがあり、また格付けの見直し

や引下げによる影響を受けることがあります。 

 

（エ）金銭の分配に係るリスク 

 本投資法人は参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／２ 投資方針／

（３）分配方針」に記載する分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行いますが、分配の有無、金

額及びその支払いは、いかなる場合においても保証されるものではありません。特に、運用不動産から得ら

れる賃料収入の低下、損失の発生、現金不足等の場合、予想されたとおりの分配を行えない可能性がありま

す。 
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（オ）投資口の希薄化に係るリスク 

 本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口の追加発

行により行われる場合には、既存の投資主が有する投資口の本投資法人の発行済投資口の総口数に対する割

合が希薄化し、また、投資口１口当たりの純資産額の減少等のため投資口の投資利回りが低下し、投資口の

価値が下落する可能性があります。また、期中において投資口が追加発行される場合、その期の投資口保有

期間にかかわらず、既存の投資口と同額の金銭の分配がなされるため、既存の投資口への分配額に影響を与

える可能性があります。更に、今後、追加発行がなされる場合、投資口１口当たりの純資産額が減少する場

合や、市場における投資口の需給バランスに悪影響を与える場合があり、その結果、投資口の価格が悪影響

を受けるおそれがあります。 

 

② 投資法人の組織及び投資法人制度に係るリスク 

 本投資法人は、投信法に基づいて設立される社団（投信法第２条第12項）であり、一般の法人と同様の組織

運営上のリスク及び投資法人という制度固有のリスクが存在します。 

（ア）投資法人の組織運営に係るリスク 

 本投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。 

ａ．役員の職務遂行に係るリスク 

 投信法上、投資法人を代表しその業務執行を行う執行役員及び執行役員の業務を監督する監督役員は、

善良な管理者としての注意義務（以下「善管注意義務」といいます。）を負い、また、法令、規約及び投

資主総会の決議を遵守し投資法人のため忠実に職務を遂行する義務（以下「忠実義務」といいます。）を

負います。しかし、職務遂行上、本投資法人の執行役員又は監督役員が善管注意義務又は忠実義務に反す

る行為を行った場合は、結果として投資主及び投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。 

 

ｂ．投資法人の資金調達に係るリスク 

 本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、借入れ及び本投資法人債の発行を行います。なお、本投資

法人は、規約において、借入金及び本投資法人債発行の限度額を、それぞれ２兆円とし、かつ、その合計

額が２兆円を超えないものとしています（規約第36条第３項）。 

 借入れ及び本投資法人債を発行する場合におけるその条件は、その時々の金利実勢、本投資法人の収益

及び財務状況、一般的な経済環境の他、貸付人の自己資本比率規制その他の法的・経済的状況等の多くの

要因による影響を受けるため、本投資法人が必要とする時期及び条件で借入れ及び本投資法人債の発行を

行うことができる保証はありません。また、借入れに当たり税法上の導管性要件（後記「⑧ 税制に係る

リスク／（ア）導管性要件に係るリスク」をご参照下さい。）を満たすためには、その借入先を租税特別

措置法第67条の15に規定する機関投資家である適格機関投資家に限定する必要があるため、借入先が限定

され機動的な資金調達ができない場合があります。 

 借入れ及び本投資法人債の発行を行う際には、他の債務のための担保提供の制限、本投資法人の収益状

況や財務状態が一定の条件を下回った場合における担保の提供及び現金その他の一定資産の留保、一定の

財務指標を基準とした追加借入制限、資産取得の制限、投資主への分配に係る制限、その他本投資法人の

収益状況や財務状態及び業務に係る約束や制限が課されることがあり、本投資法人の借入金についても、

上記のような約束や制限が課されています。このような約束や制限は、本投資法人の運営に支障をもたら

し、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 本投資法人は、借入れや本投資法人債について、保有する運用資産又はその裏付けとなる資産の全部又

は一部を担保に供することがあります。この場合、本投資法人は、被担保債権である借入れの弁済又は本

投資法人債の償還をしない限り、担保対象たる運用資産の処分につき貸付人等の承諾を取得する等の制限

を受ける可能性があります。その結果、本投資法人が希望する時期及び条件で運用資産を処分できないお

それがあります。また、収益性の悪化等により担保不動産の評価額が借入先によって引下げられた場合等

には、追加の担保設定や借入金の早期返済を求められることがあり、また、かかる早期返済や返済期日に

おける返済のための資金を調達するため、本投資法人の希望しない条件での借換え資金の調達や、希望し

ない時期及び条件での運用資産の処分を強いられ、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

 また、契約上金利が固定されておらず一定の指標に連動するものとされている場合等には、契約期間中

に金利が上昇する可能性があり、その結果分配可能金額が減少する可能性があります。 

 更に、保有資産の売却等により借入資金の期限前返済を行う場合には、期限前返済コスト（違約金等）

が発生する場合があります。このコストは、その発生時点における金利情勢によって決定される場合があ

るため、予測しがたい経済状況の変更により本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。 

 本投資法人が資金を調達しようとする場合、借入れの他、本投資法人債の発行又は新投資口の発行の方

法によることがあります。本投資法人債の発行を行う場合、一般に、前述したものをはじめとする様々な
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財務制限条項や誓約事項が規定されることがあり、発行済の無担保投資法人債についても、担保提供制限

条項が規定されています。また、本投資法人債の発行及び条件は、信用格付業者からの格付けや市場環境

の影響を受けるおそれがあり、本投資法人の必要とする時期及び条件で発行できないおそれがあります。 

 投資口の追加発行により資金調達を行う場合、投資口の発行時期及び価格はその時々の市場価格等によ

り左右され、場合により、本投資法人の希望する時期及び条件でこれを発行することができないおそれが

あります。 

 

ｃ．投資法人の倒産リスク及び登録取消リスク 

 本投資法人も、一般の法人と同様、債務超過に至る可能性を否定することができません。本投資法人

は、現行法上、破産法（平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。）（以下「破産法」といいま

す。）、民事再生法（平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。）（以下「民事再生法」といい

ます。）及び投信法上の特別清算手続の適用を受けます。 

 また、本投資法人は、資産の運用を行うために投信法に基づき投資法人としての登録を受けています

が、一定の事由が発生した場合、かかる登録を取り消される可能性があります。登録が取り消されると、

本投資口の上場が廃止され、本投資法人は解散することとなります。本投資法人が解散し、清算する場合

には、投資主及び投資法人債権者は、当初の投資金額の回収を期待できない可能性があります。 

 

（イ）投資法人の制度に係るリスク 

 投資法人の制度上の主なリスクは以下のとおりです。 

ａ．本投資法人以外の関係者への依存に係るリスク 

 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般

事務を一般事務受託者に委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現は、これらの者の能力、経

験及びノウハウに大きく依拠していますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財産的基盤を必ずしも

維持できるとの保証はありません。金融商品取引法上、資産運用会社となるためには投資運用業の登録を

行う必要があり、資産保管会社は信託業を経営する銀行等一定の要件を満たすものに資格が限定されてお

り、一般事務受託者は、投資法人の設立時及び設立後新たに行う一般事務受託者との契約締結時に、不適

当なものでないこととの調査が執行役員及び監督役員により行われていますが、それぞれの業務受託者に

おいて、本投資法人に対して負う善管注意義務及び忠実義務に反する行為を行う場合には、結果として投

資主及び投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。 

 その他、本資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者が、破産手続又は会社更生手続その他の倒

産手続等により業務遂行能力を喪失する場合においては、本投資法人はそれらの者に対する債権の回収に

困難が生じるおそれがあり、更に本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者との契約を解約し又

は解除することが求められることがあります。そのような場合、本投資法人は、投信法上、資産の運用、

資産の保管及び一般事務に関しては第三者へ委託することが義務付けられているため、日常の業務遂行に

影響を受けることになります。また、委託契約が解約又は解除された場合には、新たな資産運用会社、資

産保管会社又は一般事務受託者を選定し、これらの者に対して前記各業務を委託することが必要とされま

す。しかし、本投資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する第三

者を選定し、前記各業務及び事務を委託できるとの保証はなく、そのような第三者を速やかに選定できな

い場合には、本投資法人の存続及び損益の状況等に悪影響を及ぼす他、適切な資産運用会社を選定できな

い場合には、本投資口が上場廃止になる可能性もあります。 

 

ｂ．資産の運用に係るリスク 

（ⅰ）収益及び費用、キャッシュ・フローの変動に係るリスク 

 本投資法人の収益は、主として本投資法人が取得し、保有する運用不動産からの賃料収入に依存して

います。かかる賃料収入は、運用不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の支払

債務の不履行・遅延等により、大きく減少する可能性があります。テナント数が少ないオフィスビルや

その他の用途の不動産において、テナントの退去、テナントによる賃料不払い又は遅延が生じた場合に

は、キャッシュ・フローに与える影響は大きくなります。 

 本投資法人は、本資産運用会社を通じて、良質のテナントを確保すべく努力しますが、その目的が達

成されるとは限りません。また、良質と判断されるテナントを確保しても、当該テナントが永続的に本

投資法人の保有する運用不動産を賃借し続けるとの保証はなく、また、かかるテナントの資産状態が悪

化する可能性もあります。 

 前記の賃料収入の減少だけでなく、退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、

未稼働運用不動産の取得、売却損の発生による再投資の資金規模の縮小等は、キャッシュ・フローを減

じる効果をもたらし、投資主への分配金額等の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があります。 
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 賃料収入の他、運用不動産の売却が行われた場合には売却益が発生する可能性もありますが、運用不

動産の売却益は、本投資法人の運用方針や不動産市場の環境に左右されるものであり、恒常的・安定的

に得られる性格のものではありません。 

 他方、運用不動産に関する費用としては、減価償却費、運用不動産に関して課される公租公課、運用

不動産に関して付保された保険の保険料、管理組合費、水道光熱費、不動産管理費用、清掃衛生業務、

保安警備業務及び設備管理業務等の建物管理業務に係る費用、維持修繕費用、借地借家料並びにテナン

ト誘致費用（媒介手数料、広告料等）等があります。かかる費用の額は状況により増大する可能性があ

ります。更に、運用不動産の売却に当たって売却損が生じた場合には、かかる売却損が損失として計上

されます。 

これらの要因により、投資主への分配金額等の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があります。 

（ⅱ）本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材への依存リスク 

 本投資法人の運営は、本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に大きく依存しており、これ

らの人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。 

（ⅲ）本資産運用会社の運用能力に係るリスク 

 本資産運用会社は、本投資法人に対し善管注意義務を負い、本投資法人のために忠実義務を負います

が、資産運用の結果に対して何らの保証を行うものではありません。資産運用会社となるためには金融

商品取引法上の投資運用業の登録を行う必要があり、本資産運用会社は投信法及び金融商品取引法に基

づく監督を受けていることから、その信用力の維持には一定限度の制度的な裏付けがありますが、投信

法及び金融商品取引法はその運用能力まで保証するものではありません。 

 本投資法人は、平成26年２月27日に設立され、本資産運用会社は平成26年３月20日より本投資法人に

係る投信法第187条に基づく登録の実施を受けて本投資法人の資産運用業務を開始したものであり、運

用開始から現在までの期間は短期間にすぎません。従って、過去の実績から今後の実績を予測すること

は容易ではありません。 

 本投資法人は、投資主総会の承認を得て資産運用委託契約を解約することができ、また、投信法及び

資産運用委託契約の規定に基づいて、本資産運用会社が職務上の義務に違反した場合その他一定の場合

に、資産運用委託契約を解約し、本資産運用会社を解任することができる他、投信法上、本資産運用会

社が金融商品取引法上の金融商品取引業者でなくなったときその他一定の場合には、資産運用委託契約

を解約又は解除しなければならないものとされています。資産運用委託契約を解約又は解除する場合、

それに先立ち後任の資産運用会社の選定が必要になりますが、かかる選定までの期間中は、解任すべき

と判断された本資産運用会社による資産の運用が継続することになります。また、後任の資産運用会社

が適切な運用能力を有することが保証されているわけでもありません。 

（ⅳ）本資産運用会社の利益相反行為等に係るリスク 

 本資産運用会社は、本投資法人に対し善管注意義務を負い、また、本投資法人のために行為すべき忠

実義務を負います。更に、本資産運用会社の行為により本投資法人が損害を被るリスクを軽減するた

め、本資産運用会社は、金融商品取引法により、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、本投資法人

の利益を害することとなる取引を内容とした運用を行うこと等一定の行為を禁止されています。しかし

ながら、本資産運用会社が、前記の義務や規制に反した場合には、本投資法人に損害が発生するリスク

があります。 

 また、金融商品取引法上、資産運用会社は、複数の投資法人、ファンド等の資産運用を受託すること

を禁じられておらず、本資産運用会社は、本投資法人の他に、私募ファンド等の資産運用を行ってお

り、本投資法人とファンド等の投資対象が競合する場合があります。そのため、本資産運用会社は、本

書の日付現在、本投資法人及びファンド等につきそれぞれ運用担当者を定め、投資法人とファンド等の

運用担当は兼務できないものとするとともに、参照有価証券報告書「第二部 投資法人の詳細情報／第

４ 関係法人の状況／１ 資産運用会社の概況／（２）運用体制／⑤ 本資産運用会社の意思決定手続

／ｂ．運用資産の取得に関する事項」に記載する不動産等案件情報に関するローテーション・ルールを

採用することで、本資産運用会社が入手する不動産等案件情報に関して、取得検討を優先して行う各フ

ァンド等を決定するルールを設け、かかるルールに則った運営を行うこととしています。本投資法人及

び本資産運用会社は、各ファンド等との関係では、主たる投資対象の規模が異なっていることや、資金

調達の性質や財務戦略、投資家の志向する投資リターンの違いにより、実際に物件取得希望の競合が生

じる場合は限定的であると想定しています。 

 しかし、かかる想定とは異なり、実際に物件取得希望の競合が生じる場合には、上記のルール（かか

るルールは変更される可能性があります。）により、本投資法人以外のファンド等が優先して物件の取
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得検討を行うことがあります。これにより、本投資法人の取得機会が減少することなどにより、本投資

法人にとって望ましいと考えられるポートフォリオの構築が実現しにくくなる可能性があり、結果とし

て、本投資法人の収益性や資産の状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 加えて、本資産運用会社の親会社を含むインベスコ・グループは、本資産運用会社以外において日本

での不動産関連事業を行っておらず、本資産運用会社以外のインベスコ・グループ各社が、本投資法人

の運用資産の取得又は運用に関する取引に関与し、あるいは、自身により投資活動を行うことは原則と

してありませんが、例外的に、インベスコ・グループ各社又はインベスコ・グループ各社がその運用を

行う不動産ファンド等が前記取引に関与する場合があります。そのような場合に、本資産運用会社以外

のインベスコ・グループ各社が自己又は第三者の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとな

る取引又は行為を行う可能性を否定することはできません。 

 本資産運用会社は、投信法の定める利害関係人等を含む一定のスポンサー関係者との取引について、

利益相反対策のための社内規程を設け、利益相反の可能性のある行為に対して十分な対応を取ることと

していますが、前記リスクを完全に排除できる保証はありません。 

 

（ⅴ）本資産運用会社における投資方針・社内体制等の変更に係るリスク 

 規約に規定されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承認が必

要ですが、本資産運用会社がこれを具体化するために制定した運用ガイドラインについては、投資主総

会の承認を得ることなく、その時々の市場環境等に応じ、原則として本資産運用会社の判断により機動

的に改訂することが可能です。かかる運用ガイドラインの改訂により、意図したとおりの運用成果を収

めることができるとの保証はなく、結果的に本投資法人の資産運用及び損益の状況に悪影響を及ぼすお

それがあります。また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従いその業務を適切に遂行するため、

一定の社内体制を敷いていますが、かかる社内体制について効率性・機能性その他の観点から今後その

変更を行わないとは限りません。このような、本資産運用会社における社内体制等の変更によって、本

投資法人の資産運用の内容が変更され、その結果、当初予定されていた収益を上げられない可能性があ

ります。 

 

（ウ）インサイダー取引規制に関するリスク 

 上場投資法人の投資口の取引は、金融商品取引法が定めるインサイダー取引規制の適用対象であり、発行

者である投資法人の役員だけでなく、資産運用会社及びその特定関係者（資産運用会社の親会社、及び投信

法第201条第１項に規定する資産運用会社の利害関係人等のうち、一定の基準を満たす取引を行い、又は行

った法人）の役職員が会社関係者として上記規制の対象者に含まれるとともに、投資法人及び資産運用会社

に関連する事実が重要事実として規定されており、本投資口につきインサイダー取引規制に違反する行為が

行われた場合には、投資家の本投資口又は不動産投資信託証券市場に対する信頼を害し、ひいては本投資口

の流動性の低下や市場価格の下落等の悪影響をもたらすおそれがあります。 

 

（エ）投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに係るリスク 

 投資法人に関する法律上、税制上その他諸制度上の取扱い若しくは解釈は大幅に変更され、又は新たな法

律が制定される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の運用方針、運営形態等の変更が必要となる

可能性があります。その結果、本投資法人の存続、損益の状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（オ）不動産の取得方法に係るリスク 

 本投資法人は、今後不動産を取得するに当たり、投資法人としての税制上の軽減措置を受けることを目的

として、当該不動産についての所有権等の移転本登記申請を譲渡代金支払日後直ちに行わない場合がありま

す。この場合、売主が譲渡代金支払い後本登記申請までの間に当該不動産を二重譲渡し、担保提供し、又は

売主が倒産すること等により、本投資法人が運用不動産の完全な所有権を取得できなくなる可能性があり、

また、同時に支払済みの譲渡代金の全部又は一部につき返還を受けられなくなる可能性があります。本投資

法人は、前記軽減措置に関する手続のために必要な一定期間について、仮登記を経ること等により本登記の

順位を保全して前記リスクを回避する方針ですが、仮登記には順位保全効果しかなく、本登記がなされる前

に売主が倒産した場合等には本投資法人が保護されない可能性があり、前記リスクを完全に排除できるわけ

ではありません。 

 

③ 本投資法人の運用方針に関するリスク 

（ア）運用資産の地域的偏在に関するリスク 

 本投資法人は、参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／２ 投資方針／

（１）投資方針／⑥ 本投資法人の投資方針／（イ）用途及び物件リターン特性の違いによる分散並びに地
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域分散／ｂ．地域分散」に記載のとおり、ポートフォリオの構築において、一定の地理的分散投資を行うも

のの、本投資法人の重点投資対象資産である大規模オフィスビルについて、東京23区をはじめとする東京圏

を重点投資対象地域として設定しています。従って、東京圏における経済状況の停滞又は悪化、不動産賃貸

市場の動向、地震その他の災害等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

 

（イ）余裕資金の運用に係るリスク 

 本投資法人は、不動産の賃借人から受領した賃料、預託を受けている敷金又は保証金等の余裕資金を投資

資金として運用する場合があります。そのような場合、想定した運用利益をあげることができず、又は、元

本欠損が生じる可能性があります。また、賃貸借契約の中途解約により想定外の時期に敷金又は保証金の返

還義務が生じた場合には、本投資法人は、敷金又は保証金の返還資金をその投資利回りよりも調達コストの

高い借入れ等により調達せざるを得なくなり、その結果本投資法人の損益の状況に悪影響を及ぼすおそれが

あります。 

 

（ウ）物件の取得競争に係るリスク 

 本投資法人は、規約において、不動産関連資産を主たる投資対象として、継続的な投資を通じて、中長期

にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことをその投資の基本方針とし

ています。しかしながら、J-REITによる取得活動及び国内外の投資家等による不動産に対する投資は積極化

しており、本投資法人が投資対象とするような不動産について競合する状況が今後も継続すると思われ、必

ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産を取得することができるとは限りません。更に、本資産運用会

社が新たなファンド等の運用を開始し、投資対象が本投資法人と競合する場合には、ローテーション・ルー

ルにより物件取得が出来ない可能性があります。また、本投資法人は、特定の不動産開発事業者等との間で

コンサルティング契約、サポート契約等の契約を締結しないため、これらの契約に基づき不動産の売却情報

の提供を受けることはできません。これらに起因して、希望する物件の取得ができない等の事情により、本

投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考えるポートフォリオを実現できない可能性があ

ります。これらの結果、本投資法人の投資方針に従った運用ができず、本投資法人の収益等が悪影響を受け

る可能性があります。 

 

④ 不動産に係るリスク 

 本投資法人の主たる運用資産は、参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／５ 

運用状況／（２）投資資産／③ その他投資資産の主要なもの」に記載の不動産信託受益権です。不動産信託

受益権その他不動産を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直

接所有する場合と、経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。従って、以下に記載する不動産に関する

リスクは、不動産信託受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはまります。 

 なお、信託受益権特有のリスクについては、後記「⑤ 不動産信託受益権に係るリスク」をご参照下さい。 

（ア）不動産の流動性に係るリスク 

 不動産は、その有する不動性（非移動性）及び個別性（非同質性、非代替性）等の特性から、流通市場の

発達した有価証券と比較すると、相対的に流動性が低いという性格を有します。また、取引時に実施する物

理的状況や権利関係等の調査（デューデリジェンス）の結果、当該不動産の物理的状況や権利関係等につい

て重大な欠陥や瑕疵等が発見された場合には、流動性が低下し、売買価格が下落する可能性があります。加

えて、不動産もそれ以外の資産と同様、経済変動等によってもその市場価格が変動します。従って、本投資

法人が不動産を処分する場合にも、希望どおりの価格や時期等で売却できない可能性があります。 

 更に、不動産が共有物件である場合、区分所有建物である場合、又は土地と建物が別個の所有者に属する

場合等、権利関係の態様によっては、以上の流動性等に関するリスクが相対的に増幅します。 

 

（イ）専門家報告書等に関するリスク 

 不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時

点における不動産鑑定士等による評価を示したものにとどまります。また、その評価の目的・方法は、必ず

しも転売や再取得の場合における市場価格を算出することではありません。加えて、同じ不動産について鑑

定評価等を行った場合でも、不動産鑑定士、評価方法又は調査の方法若しくは時期等によって鑑定評価額や

調査価格が異なる可能性があります。従って、かかる鑑定評価及び価格調査の結果は、現在及び将来におい

て当該鑑定評価額や調査価格による売買を保証するものではなく、不動産が将来売却される場合であっても

当該鑑定評価額又は当該調査価格をもって売却されるとは限りません。 

 土壌汚染リスク評価報告書は、個々の専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、土壌汚染が存在し

ないことを保証又は約束するものではありません。 
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 エンジニアリングレポート（建物状況調査報告書）及び地震リスク分析に係る報告書は、建物の評価に関

する専門家が、設計図書等の確認、現況の目視調査及び施設管理者への聞取りを行うことにより、現在又は

将来発生することが予想される建物の不具合、必要と考えられる修繕又は更新工事の抽出及びそれらに要す

る概算費用及び再調達価格の算出並びに建物の耐震性能及び地震による損失リスク等を検討した結果を記載

するものであり、また、提供される資料の内容や時間的制約等から一定の限界があり、不動産に欠陥、瑕疵

等が存在しないことを保証又は約束するものではありません。 

 また、不動産に関して算出されるPML値も個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎません。PML値は、予

想損失額の再調達価格に対する比率で示されますが、将来地震が発生した場合、予想以上に多額の復旧費用

が必要となる可能性があります。 

 マーケットレポートは、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示した

ものにとどまり、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにおける位置付け等と一致するとは

限りません。同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法若しくは

時期によってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。 

 

（ウ）不動産の瑕疵に係るリスク 

 不動産は、物件毎に個性を持ち、代替性が低いという性質を有しています。従って、本投資法人が保有

し、又は今後取得する不動産に一定の瑕疵があった場合、本投資法人は損害を被ることがあります。かかる

瑕疵には、例えば、建物の構造、用いられる材質、地盤、土地に含有される有害物質、地質の構造等に関す

る欠陥や瑕疵等（工事における施工の不具合及び施工報告書の施工データの転用・加筆等を含みますが、こ

れらに限りません。）があり、この他、不動産には様々な法規制が適用されているため、法令上の規制違反

の状態をもって瑕疵とされることもあります。また、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続を経た不

動産についても、当該行政法規が求める安全性や構造耐力等を有するとの保証はなく、想定し得ない隠れた

欠陥・瑕疵等が取得後に判明するおそれもあります（建物の施工を請負った建設会社又はその下請業者にお

いて、建物が適正に施工されない場合があり得るほか、建築資材の強度・機能等の不具合や基準への不適合

がないとの保証はありません。）。その他、不動産に関する権利が第三者の権利により制限を受け、又は第

三者の権利を侵害していることもあり得ます。 

 不動産の売買においては、特約で排除されていない限り、その対象となる不動産に隠れた瑕疵があった場

合には、売主は、買主に対して瑕疵担保責任を負うことになります（買主は瑕疵があることを知った日から

１年以内に解除権又は損害賠償請求権の行使をすることができます。）。従って、本投資法人が特定の不動

産の買主となる場合、不動産に係る物理的、法的な瑕疵があり、それが隠れたものである場合には、前記に

従い、本投資法人は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができます。また、本投資法人では、取得し

ようとする不動産に係る売買契約等において売主から一定の事実に関する表明及び保証を取得し、瑕疵の内

容等について責任の所在を明確化した上で不動産を取得することを原則としています。 

 しかし、裁判所による競売で購入する不動産については、法律上、瑕疵担保責任の追及ができません。更

に、売主が既に解散若しくは清算されている場合、又は売主が倒産し、若しくはその主要な資産が本投資法

人に売却した不動産のみであった特別目的会社等であるためにその資力が十分でない場合には、買主である

本投資法人は、実際には売主との関係において前記の瑕疵担保責任による保護を受けることができず、損害

を被ることになります。また、個別の事情により、売買契約上売主が瑕疵担保責任を負担する期間を限定

し、又はこれを全く負わない旨の特約をすることがあります。更に、売主が表明・保証した事項が真実かつ

正確であるとの保証はなく、個別の事情により、売主が行う表明・保証の対象、これに基づく補償責任の期

間又は補償金額が限定され、あるいは表明・保証が全く行われない場合もあります。 

 本投資法人では、不動産を取得しようとする場合、当該不動産について自ら調査を行う他、宅地建物取引

業者が作成する重要事項説明書等の関係書類の調査、売主に対する資料の徴求を行い、かつ、建物の構造、

耐震性、法令や条例の適合状況、有害物質の有無、隣地との境界等について、信頼のおける中立の建設会

社、不動産業者、リサーチ会社等の専門業者からのエンジニアリングレポート（建物状況調査報告書）、地

震リスク分析に係る報告書等を取得し、欠陥及び瑕疵の有無を精査します。しかし、本投資法人による不動

産の取得に際して行われる前記の調査には限界があり、提供される資料の内容、依頼を受けた専門家の能

力、売主やその前所有者やテナントの協力の程度、調査が可能な書面等の範囲及び時間的な制約等から、不

動産に関する欠陥・瑕疵について事前に全てを認識することができるとの保証はありません。従って、本投

資法人による取得の後に、取得した不動産に欠陥や瑕疵等が判明する可能性があります。 

 このような場合には、当該瑕疵を理由とした不動産の資産価値が減耗することを防ぐために買主である本

投資法人がその補修その他の措置を執ることになり、予定しない補修費用等が発生し、売主からかかる費用

の賠償や補償が得られないと、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程

度によっては、補修その他の措置を執ったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことができない可能性

があります。 
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 不動産信託受益権においても、直接の売買対象である不動産信託受益権又はその原資産である不動産に隠

れた瑕疵があった場合については、前記と同様のリスクがあります。そこで、不動産の信託契約及び受益権

売買契約において、売主に信託設定日等において既に存在していた原資産である不動産の瑕疵について瑕疵

担保責任を負担させ、又は一定の事実に関する表明及び保証を取得することがあります。しかし、このよう

な責任を負担させても前記のように実効性がない場合及びそもそも責任を負担させなかった場合には、当該

不動産の実質的所有者である本投資法人がこれを負担することになり、予定しない補修費用等が発生し、本

投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程度によっては、補修その他の措置

を執ったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことができない可能性があります。 

 加えて、わが国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載

を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことや予想に反して当該不動産に第三

者の権利が設定されていることがあり得ます。このような場合、前記と同じく、本投資法人は売主等に対し

て法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はあり

ません。 

 

（エ）土地の境界等に係るリスク 

 我が国においては、土地の境界が曖昧であることが稀ではありませんが、隣地の所有者若しくは占有者か

らの境界確認書その他境界を確定させる書面が取得できない場合、又は境界標の確認ができないまま当該不

動産を取得する場合には、後日、このような不動産を処分するときに実質的な障害が発生する可能性や、境

界に関して紛争が発生し、所有敷地の面積の減少、損害賠償責任の負担等、これらの不動産について予定外

の費用又は損失が発生する可能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産の利用が制限され賃料

に悪影響を与える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が本投資法人に発生し、本投資法人の収益等が

悪影響を受ける可能性があります。 

 

（オ）不動産から得られる賃料収入に係るリスク 

 本投資法人が不動産を保有する場合には、本投資法人の主な収益は、本投資法人が直接保有する不動産の

賃料収入です。また、本投資法人が不動産信託受益権を保有する場合には、本投資法人の主な収入は、不動

産信託受益権に基づく信託の純利益からなる配当ですが、その主たる原資は、不動産信託受託者が原資産た

る不動産についてテナントとの間で締結する賃貸借契約に基づく賃料収入です。 

 このような不動産の賃料収入に影響を与える主なリスクは、以下のとおりです。 

ａ．不動産の稼働状況に係るリスク 

 不動産の稼働率は、事前に予測することが困難であり、予想し得ない事情により低下する可能性があり

ます。 

 一般的な賃貸借契約では、契約期間を２年程度とするものの、テナントからの一定期間前の予告により

期間中いつでも解約でき、また、期間満了時までに解約の意思表示がなされれば更新されない（意思表示

がない場合には自動的に２年程度の期間をもって契約が更新される）ものとされています。このような場

合、テナントは、契約期間中であっても賃貸借契約を終了させることが可能であり、かつ、期間満了時に

契約の更新がなされる保証もありません。契約が更新されず又は契約期間中に解約された場合、すぐに新

たなテナントが入居するとの保証はなく、その結果賃料収入が減少する可能性があります。 

 本投資法人においても、一部のテナントを除き、前記のような一般的な条件の賃貸借契約を締結し、又

は承継することは避けられません。従って、解約が増加し、又は更新がなされないことにより稼働率が低

下し、運用不動産から得られる賃料収入が減少して、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があり

ます。また、解約が多く発生する場合、前記収入の減少のみならず、退去するテナントへの敷金・保証金

の返還等が必要となり、十分な積立金が留保されていない場合には、場合により新たな資金調達を余儀な

くされ、その結果、投資主への分配金額等の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、賃貸借契約で期間内の解約を制限し、違反についての違約金条項を置くこともありますが、違約

金の額その他の状況によっては、裁判所によって違約金が一部減額される、又はかかる条項の効力が否定

される可能性があります。 
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ｂ．テナントの信用力及び賃料不払いに係るリスク 

 賃貸借契約が終了しない場合においても、テナントの財務状況が悪化し、又はテナントが破産手続、会

社更生手続その他の倒産手続の対象となった場合には、賃料の支払いが滞る可能性があります。このよう

な延滞された賃料等（場合により原状回復費用その他の損害金を含みます。）の合計額が敷金及び保証金

で担保される範囲を超えると、本投資法人の収益に影響を与える可能性があります。新規のテナントを入

居させるに当たっては、その信用力について調査を行いますが、かかる調査が完全であるとは限らず、ま

た、入居後に財務状況が悪化することもあり、リスクを完全に防ぐことはできません。 

 

ｃ．賃料の減額に係るリスク 

 前記のとおり、テナントとの一般的な賃貸借契約では２年程度の期間毎に契約が更新され、その都度賃

料が改定される可能性があります。また、契約期間中であっても、賃料相場の下落その他の様々な事情に

より、テナントから減額の請求を受け、これに合意することを余儀なくされることがあります。また、本

投資法人が保有する不動産と競合すると思われる不動産の賃料水準が全般的に低下した場合には、新たに

入居するテナントとの間で締結される賃貸借契約における賃料の額が従前の賃料の額と比べて低下すると

ともに、前記のような賃料減額の可能性もより増大することになり、本投資法人の賃料収入の減少をもた

らす可能性があります。 

 更に、テナントは、定期建物賃貸借契約において賃料減額請求権を排除する特約がある場合を除いて

は、借地借家法（平成３年法律第40号、その後の改正を含みます。）（以下「借地借家法」といいま

す。）に基づく賃料減額請求をすることができます。当事者間で変更後の金額について協議が調わない場

合には、賃貸人は、減額を相当とする裁判が確定するまで、テナントに対して賃貸人が相当と考える賃料

の支払いを請求することができます。但し、その間に賃貸人が実際に支払いを受けた賃料の額が後に裁判

で認められた額を超える場合には、当該超過額に年１割の利息を付してテナントに返還しなければなりま

せん。従って、テナントから賃料減額請求権の行使があった場合には、賃貸人としては、この利息支払い

のリスクを避けるために従前の賃料を減額して請求をせざるを得ない場合もあり、その場合には当該不動

産から得られる賃料収入が減少するため、本投資法人の収益に影響を与える可能性があります。 

 これに対し、借地借家法に定める一定の要件を満足して締結された定期建物賃貸借契約においては、当

事者間の合意により、前記賃料増減額請求権を排除することができます。この場合には賃料の減額請求が

なされないため、通常の賃貸借契約に比べて契約期間中の賃料収入の安定が期待できます。他方で賃料が

低く抑えられる傾向にあり、特約の定め方によっては一般的な賃料水準が上昇する場合でもそれに応じた

賃料収入の増加を期待することができない等、不利益な面もあります。 

 なお、本投資法人又は信託受託者が賃貸している不動産を賃借人が転貸している場合には、転貸条件が

必ずしも賃貸条件と同一ではなく、何らかの理由で本投資法人又は信託受託者が転借人と直接の賃貸借契

約関係を有することとなったとき、低額の賃料を甘受せざるを得ない可能性があります。 

 

ｄ．変動賃料に関するリスク 

 テナントとの賃貸借契約において、賃料の全部又は一部をテナントの収益等に応じた変動賃料とする場

合には、テナントの収益等の悪化が賃料総額の減少につながり、その結果、本投資法人の収益に悪影響を

及ぼす可能性があります。本投資法人においては、変動賃料を採用する場合、最低保証賃料（固定賃料部

分）を設定することによりテナントの収益等の悪化による影響を抑制するよう努めますが、最低保証賃料

の水準が低い場合には十分な収益が得られない場合があり、また、最低保証賃料を超える収益を見込んで

いた場合には実際の収益との間に乖離が生ずる可能性があります。 

 また、変動賃料を採用する賃貸借契約において、変動賃料の計算の基礎となる売上げ等の数値につい

て、賃貸人がその正確性について十分な検証を行えない場合があり得るうえ、テナントが売上げ等をより

低位に計上し、変動賃料の金額を恣意的に引き下げようとする可能性も否定できません。その結果、本来

支払われるべき金額全額の変動賃料の支払いがなされず、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

ｅ．テナントの獲得競争に係るリスク 

 通常、運用不動産は、競合する不動産の新築、リニューアル等の競争条件の変化や、競合不動産の募集

賃料水準の引下げ等により、賃料引下げや稼働率の低下を余儀なくされ、本投資法人の収益が悪化する場

合があります。需給のバランスが崩れた場合や、立地条件や建物仕様等の点で本投資法人の運用不動産に

優る競合不動産がある場合、その傾向は顕著になるものと予想されます。 
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（カ）マスターリースに係るリスク 

 本投資法人は、その保有する不動産につき、転貸を目的として賃借人（マスターリース会社）に一括して

賃貸することがあります。このように、マスターリース会社に運用不動産の一部又は全部を転貸させる権限

を与えた場合、本投資法人又は信託受託者は、運用不動産に入居する転借人（エンドテナント）を自己の意

思により選択できなくなり、又は退去させることができなくなる可能性があります。 

 また、パススルー型マスターリース契約の場合、エンドテナントの信用状態等が、本投資法人の収益に悪

影響を及ぼす可能性があります。更に、マスターリース会社が転貸借契約上の転貸人としての債務の履行を

怠った場合には、エンドテナントは賃料不払をもってこれに対抗することができるため、エンドテナントが

マスターリース会社側の何らかの落ち度を理由に意図的な賃料不払をもって対抗する可能性もあり、その場

合には当該不動産から得られる賃料収入にも悪影響を及ぼすこととなります。 

 一方、固定型マスターリース契約においては、マスターリース会社の財務状態の悪化等により、マスター

リース会社から賃貸人である本投資法人又は信託受託者への賃料の支払いが滞る可能性があります。 

 マスターリース契約上、マスターリース会社の倒産や契約期間満了等によりマスターリース契約が終了し

た場合、本投資法人が所有者として、エンドテナントとの間の転貸借契約及び旧マスターリース会社のエン

ドテナントに対する権利及び義務等を承継することが必要となる場合があります。このような場合、本投資

法人がエンドテナントに対して、賃貸人たる地位を承継した旨を通知する前に、エンドテナントが旧マスタ

ーリース会社に賃料等を支払った場合、本投資法人はエンドテナントに対して賃料請求ができないおそれが

あり、その結果、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。また、転貸借契約に基づきマス

ターリース会社に敷金・保証金等が預託される場合であって、これらが本投資法人又は信託受託者に預託さ

れないときは、マスターリース会社の倒産により、本投資法人又は信託受託者がエンドテナントから敷金返

還請求を受けるおそれがあり、その結果、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。 

 

（キ）オペレーターに係るリスク 

 本投資法人は、ホテルをはじめとするいわゆるオペレーショナルアセットに投資することがあります。ホ

テル事業その他かかる資産において行われる事業の成否は、オペレーターの能力、経験、ノウハウに大きく

依拠することになりますが、オペレーターにおいてかかる事業の遂行に必要な人的・財務的基盤が維持され

る保証はありません。また、オペレーターの義務違反若しくは信用状況の悪化により賃貸借契約若しくは運

営委託契約の解除を余儀なくされ、又はオペレーターの都合によりこれらの契約が解約された場合、後継の

オペレーターを探索する必要がありますが、適切な後継オペレーターを確保できる保証はありません。 

 オペレーショナルアセットに係る不動産収益はホテル事業その他当該資産において行われる事業の業績に

依拠することになり、業績の悪化は不動産収益に直接の影響をもたらします。また、本投資法人は、オペレ

ーショナルアセットに投資する場合、賃貸方式のみならず運営委託方式を採用することもありますが、運営

委託方式の場合、固定賃料による下支えがないことから、業績悪化がもたらす不動産収益への影響は賃貸方

式を採用する場合に比して大きくなる場合があります。 

 

（ク）PM会社、BM会社等に係るリスク 

 一般に、建物の保守管理、テナントの管理を含めた不動産の管理が成功するか否かは、PM会社やBM会社等

（以下、併せて「PM会社等」と総称します。）の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、本投資法人

においても、管理の良否及びその結果としての収益性の確保について、PM会社等の業務遂行能力に大きく依

拠することになります。本資産運用会社は、本資産運用会社の内規である「業者選定規程」に従い、活動履

歴、信用力等の調査を経て一定の要件を満たす業者をリストに登録し、その中から過去に委託実績のある業

者等複数の業者を選択の上、入札によりPM会社等を選定する方針ですが、選定に係る調査は完全であるとは

限らず、選定されたPM会社等における人的・財産的基盤が優良である保証はありません。仮に選任時点では

優良であってもそれが将来にわたって維持されるとの保証もありません。また、PM会社等は、一般に、本投

資法人以外の顧客からもプロパティ・マネジメント業務等を受託するため、テナントへのリーシング等にお

いて、本投資法人と他の顧客との利益相反が生じる場合があります。本投資法人は、プロパティ・マネジメ

ント業務委託契約や建物管理委託契約において、PM会社等につき業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、

自ら又は不動産信託受託者に指図して、PM会社等に対して改善を求め、又はPM会社等との契約を解除する権

利を確保する方針です。しかし、PM会社等が交代する場合、後任のPM会社等が選任され、管理業務を開始す

るまでは、一時的に当該不動産の管理状況が悪化し、本投資法人が損失を被るおそれがあります。なお、本

投資法人が不動産信託受益権を保有する場合においてPM会社等が解任されたときは、不動産信託受託者にお

いて、その善良な管理者の注意義務に従って信託財産たる不動産を一時的に管理することになります。ま

た、テナントからの賃料が、PM会社経由で支払われる場合、PM会社の倒産等により、不動産信託受託者又は

本投資法人においてPM会社から賃料の引渡しを受けることができず、本投資法人が損害を被る可能性があり

ます。 
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（ケ）不動産の運用費用の増加に係るリスク 

 不動産の運用に関する費用においては、不動産管理費用、減価償却費、保険料、水道光熱費等、金額が比

較的固定されたものが多いため、賃料が減少した場合、かかる費用の減少が実行できないことにより、本投

資法人の利益が大きく減少することがあります。また、経済全般のインフレーション、人件費や水道光熱費

の高騰、不動産管理や建物管理に係る費用又は備品調達等の管理コストの上昇、修繕費の負担、各種保険料

の値上げ、公租公課の増大その他の理由により、不動産の運用に関する費用が増加する可能性もあります

が、その場合に、運用不動産からの収入がこれに対応して増加するとの保証はありません。 

 

（コ）建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク 

 建物の全部又は一部は、突発的な事故又は地震、火災や風水害等の天災地変によって、毀損、滅失又は劣

化する可能性があります。このような場合には、毀損、滅失した箇所を修復するため予期せぬ費用が発生す

るばかりでなく、一定期間建物が稼働不能となることを余儀なくされ、賃料収入が減少して、費用が増加す

ることで本投資法人が損害を受ける可能性があります。また、完全な修復が行われたか否かにかかわらず、

評価額が下落するおそれもあります。 

 そこで、本投資法人は、火災等の災害や事故等による建物の損害及び収益の減少、対人・対物事故による

第三者からの損害賠償請求による損害等に対応するため、運用資産の特性に応じた適切な損害保険（火災保

険、施設賠償保険、利益保険等）を付保する方針としています。このような複数の保険を組み合わせること

によって、予期せざるリスクが顕在化した場合にも、かかる保険による保険金を充てることで、原状回復を

行うことが一定程度期待できます。但し、個々の不動産に関する状況により保険契約が締結されない可能

性、保険金の上限額を上回る損害が発生する可能性、保険でカバーされない災害や事故（戦争やテロ行為等

に基づくものは必ずしも全て保険でカバーされるとは限りません。また、通常の火災保険では地震による火

災はカバーされません。）が発生する可能性、又は保険会社が当該保険会社の財務状態の如何にかかわらず

保険金を完全に支払わず、若しくは支払いが遅れる可能性も否定できません。また、保険金が支払われた場

合でも、行政上の規制その他の理由により、建物を事故発生前の状態に回復させることができない可能性が

あります。 

 加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震が起こった場合、本投資法人の運用不動産の

うち複数の建物が同時に天災地変の影響を受ける可能性は否定できません。本投資法人は、我が国における

地震による災害の影響度の甚大性とその発生の可能性に鑑み、ポートフォリオ全体に与える影響及び保険の

実効性を考慮し、ポートフォリオPML値が15％超の場合は、PML値が15％超の各物件について、火災保険及び

利益保険の特約として地震保険を付保することを検討します。但し、地震保険を付保しても人的被害の賠償

については、保険でカバーされないこともあります。また、個々の物件の具体的事情により、保険の提供が

受けられず、当該物件につき地震保険を付保できない可能性もあります。 

 

（サ）建築基準法等の規制に係るリスク 

 不動産のうち建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建築基準法等の規制に

服します。このような規制には建物の構造等自体に関するものと、建築確認申請義務等の手続に関するもの

があります。その他、不動産は、都市計画法、道路法、航空法、文化財保護法、海岸法等の様々な規制のも

とにあり、更に国の法令に加えて、各地方公共団体の条例や行政規則等によって、建築に制限が加わり、又

は駐車場の付置義務、住宅の付置義務、福祉施設の付置義務が課される等の他、これらの義務に関連して、

建物の新築・増築に際して地方公共団体等と協議する義務等を課されることがあります。また、道路指定に

より敷地面積・容積率が結果として減少することもあります。これらの規制は、随時改正・変更されてお

り、その内容によっては、不動産の管理費用等が増加し、又は増改築や再建築の際に既存の建物と同様の建

蔽率や容積率等を確保できない可能性もあります。 

 建築時点（正確には建築確認取得時点）においては、建築基準法上及び関連法令上適格であった建物で

も、その後の建築基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規制のもとでは不適格になることが

あります。本投資法人の取得・保有する不動産等には、現行の法令に一部適合していないものの違法とはな

らない、いわゆる既存不適格の建物を含む場合があります。既存不適格の建物は、これを改築したり、建替

えたりしようとする際に、従前の建物と同等の建蔽率・容積率・高さ・設備等を維持できなくなり、追加の

設備が必要とされ、又は建替自体が事実上困難となる可能性があります。このような場合には、不動産の資

産価値や譲渡価格が下がり、その結果、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。また、建

物の構造等が適法であっても手続に不備があった場合には、工事のやり直しを余儀なくされ、関連する費用

等が増加して、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。 

 以上の他、土地収用法や土地区画整理法、都市再開発法のような私有地の収用・制限を定めた法律の改正

等により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、又はその保有、管理、処分

その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結果、関連する費用等が増加し、又は運用不動産
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の価値が減殺される可能性があります。また、都市計画法や地区計画の変更により既存の建物が既存不適格

となることによって、再建築が制限されることもあります。 

 

（シ）共有物件に係るリスク 

 不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は、法的に様々な側面で制約を伴います。 

 まず、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有物の変更に当たる行為には共有者全員の合意を要

し、変更に当たらない管理行為は共有者の持分の過半数で決定するものとされています。従って、特に本投

資法人が持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反

映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用す

ることができるため、他の共有者によるかかる権利行使によって、本投資法人の当該不動産の利用が妨げら

れる可能性があります。 

 共有不動産を賃貸する場合、賃料債権は不可分債権であり、敷金返還債務は不可分債務であると一般的に

は解されています。従って、他の共有者（賃貸人）の債権者が当該共有者の持分の割合を超えて賃料債権全

部を差押え、又は他の共有者がテナントからの敷金返還債務をその持分の割合に応じて履行しない場合に、

本投資法人が敷金全額を返還せざるを得なくなる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、差押え

られた賃料のうち自己の持分に応じた金額の支払いや返還した敷金のうち他の共有者の持分に応じた金額の

償還を当該他の共有者に請求することができますが、当該他の共有者の資力の如何によっては、支払い又は

償還を受けることができない可能性があります。共有不動産に課税される固定資産税等の公租公課、共有不

動産の修繕費、保険料等についても、他の共有者が債務を履行しない場合は、同様の問題があります。 

 また、不動産を共有する場合、他の共有者から共有物の分割請求を受ける可能性があります。現物による

分割が不可能である場合又は著しくその価値を損なうおそれのある場合は、本投資法人の意向にかかわら

ず、裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性があります。共有者間で不分割の合意をすることは

可能ですが、合意の有効期間は５年以内とされています。しかも、不動産に関する不分割特約は、その旨の

登記をしなければ当該不動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できないことがあります。また、共有者に

おいて、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続が開始された場合は、特約があっても、管財人等は分割

の請求をすることができます。但し、共有者は、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続の対象となった

他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます。 

 共有者は、自己の共有持分を自由に処分することができます。従って、本投資法人の意向にかかわりなく

他の共有者が変更される可能性があります。これに対し、共有者間の協定書等において、共有者が共有持分

を処分する場合に他の共有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されて

いる場合があります。この場合は、本投資法人の知らない間に他の共有者が変動するリスクは減少します

が、本投資法人がその共有持分を処分する際に制約を受けることになります。 

 また、他の共有者の共有持分に抵当権又は根抵当権が設定された場合には、共有物の分割がなされても、

共有されていた不動産全体について、当該共有者（抵当権設定者）の持分割合に応じて当該抵当権の効力が

及ぶことになると考えられています。従って、本投資法人の共有持分には抵当権が設定されていなくても、

他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、分割後の本投資法人の運用不動産についても、他の

共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。 

 以上のとおり、共有不動産については、単独所有の場合と比べて前記のような制限やリスクがあるため、

既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。 

 

（ス）区分所有建物に係るリスク 

 区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号。その後の改正を含みます。）

（以下「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分（居室等）と

共有となる共用部分（建物の躯体、エントランス部分等）から構成されます。 

 区分所有建物の場合、建物及びその敷地（以下「区分所有物件」といいます。）若しくは付属施設の管理

又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法の規定に従い、また、区分所有者間で定められる

管理規約その他の規則（以下「管理規約等」といいます。）がある場合にはこれに服します。管理規約は、

原則として、区分所有者数及びその議決権（管理規約に別段の定めのない限り、区分所有者の所有する専有

部分の床面積の割合）の各４分の３以上の多数決によらなければ変更できません。区分所有者の集会は少な

くとも毎年１回開催され、集会の議事は区分所有法又は管理規約等で別段の定めがない限り区分所有者及び

議決権の各過半数で決しますが、建替決議等においては更に多数決の要件が加重されています。運用不動産

が区分所有物件の一部であって本投資法人単独では前記決議要件を満足できない場合、区分所有物件の管理

及び運営について本投資法人の意向を十分に反映させることができない可能性があります。また、区分所有

者間での管理規約等又は権利関係に関する紛争が発生する危険もあります。 
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 更に、他の区分所有者が自己の負担すべき区分所有建物の共有部分に係る公租公課、修繕費又は保険料等

の支払い又は積立を履行しない場合、本投資法人が運用不動産の劣化を避けるため、その立替払を余儀なく

されるおそれがあります。これらの場合、本投資法人は、他の区分所有者に係る立替払金の償還を請求する

ことができ、かかる請求権については区分所有法により担保権（先取特権）が与えられていますが、当該他

の区分所有者の資力の如何によっては、償還を受けることができない可能性があります。 

 各区分所有者は、自己の所有する専有部分を自由に処分することができます。従って、本投資法人の意向

にかかわりなく他の区分所有者が変更される可能性があります。これに対し、管理規約等において、区分所

有者が専有部分（所有権の共有持分その他の敷地利用権（以下に定義します。）を含みます。）を処分する

場合に他の区分所有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されている場

合があります。この場合には、本投資法人が専有部分を取得する場合や処分する場合には、かかる手続を履

践する（又は売主により履践される）必要があります。 

 また、各区分所有者は、自己の所有する専有部分を自由に賃貸し、その他使用収益することができます。

また、他の区分所有者による建物への変更工事や内装の変更等により、本投資法人の専有部分を含む建物全

体が建築基準法、消防法（昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。）その他の法令や条例等に違

反する状態となる可能性があります。本投資法人の運用不動産である専有部分の価値や収益は、このような

他の区分所有者による使用収益の状況によって影響を受ける可能性があります。 

 区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利（所有権の共有持分等）

を敷地利用権といいますが、区分所有法は、原則として、専有部分と敷地利用権を分離して処分することを

禁止し、不動産登記法は敷地権の登記の制度を用意しています。しかし、敷地につき、敷地権の登記がなさ

れていない場合には、専有部分と敷地利用権を分離して処分されたときに、その処分の無効を善意の第三者

に対抗することができません。 

 また、区分所有建物の敷地が数筆の土地であり、各区分所有者が、これらの土地の一部について、単独で

敷地利用権を有している場合（いわゆる分有形式）には、専有部分と敷地利用権を分離して処分することが

可能とされています。分離処分がなされると、区分所有物件を巡る権利関係が複雑になるため、既に述べた

不動産に係る流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。 

（セ）借地権に係るリスク 

 本投資法人は、借地権（土地の賃借権及び地上権）と借地権設定地上の建物（以下「借地物件」といいま

す。）に投資することがありますが、借地物件は、土地建物ともに所有する場合に比べ、特有のリスクがあ

ります。 

 まず、借地権は、土地の賃借権の場合も地上権の場合も、永久に存続するものではなく、期限の到来によ

り消滅し、借地権設定者側に正当な事由がある場合には更新を拒絶されることがあり、また、借地権者側に

地代不払等の債務不履行があれば解除により終了することもあります。借地権が消滅すれば、建物買取請求

権が確保されている場合を除き、建物を取り壊して土地を返還しなければなりません。仮に、建物買取請求

が認められても本投資法人が希望する価格で買い取られる保証はありません。 

 更に、敷地が売却され、又は抵当権の実行により処分されることがありますが、この場合に、本投資法人

が借地権について民法、建物保護ニ関スル法律（明治42年法律第40号、その後の改正を含みます。）又は借

地借家法等の法令に従い対抗要件を具備しておらず、又は競売等が借地権に先立ち対抗要件を具備した担保

権の実行によるものである場合、本投資法人は、譲受人又は買受人に自己の借地権を主張できないこととな

ります。 

 また、借地権が土地の賃借権である場合には、これを取得し、又は譲渡する場合には、賃貸人の承諾が必

要です。かかる承諾が速やかに得られる保証はなく、また、得られたとしても承諾料の支払いを要求される

ことがあります。その結果、本投資法人が希望する時期及び条件で借地物件を処分することができないおそ

れがあります。 

 また、本投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、借地を明渡す際に、

敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又は一部の返還を受けられないおそれがあ

ります。 

（ソ）開発物件に係るリスク 

 本投資法人は、原則として、取得時点において稼働している物件に投資を行います。しかし、将来、運用

ガイドラインに定める投資方針に従って、竣工後に不動産等を取得するために予め開発段階で当該不動産等

の売買契約等を締結する可能性及び竣工前の不動産等を取得する可能性があります。かかる場合、既に稼働

中の物件を取得する場合に比べて、ａ）開発途中において、地中障害物、埋蔵文化財、土壌汚染等が発見さ

れ、これらが開発の遅延、変更又は中止の原因となる可能性、ｂ）工事請負業者の倒産又は請負契約の不履

行により、開発が遅延、変更又は中止される可能性、ｃ）開発コストが当初の計画を大きく上回る可能性、
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ｄ）天災地変により開発が遅延、変更又は中止される可能性、ｅ）行政上の許認可手続により開発が遅延、

変更又は中止される可能性、ｆ）開発過程において事故が生じる可能性、ｇ）竣工後のテナントの確保が当

初の期待を下回り、見込みどおりの賃貸事業収入を得られない可能性、ｈ）その他予期せぬ事情により開発

が遅延、変更又は中止される可能性等のリスクがあります。これらの結果、竣工後における物件からの収益

が本投資法人の予想を大きく下回る可能性がある他、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等

が全く得られなかったり、予定されていない費用、損害又は損失を本投資法人が被る可能性があり、そのた

め本投資法人の収益等が重大な悪影響を受ける可能性があります。 

 

（タ）底地物件に係るリスク 

 本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地物件を取得することが

あります。借地権は、定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来により当然に消滅し、普通借地権の

場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶しかつ本投資法人に更新を拒絶する正当事由がある場合に限

り消滅します。借地権が消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価での建物買取を請求される場合があ

ります（借地借家法第13条等）。普通借地権の場合、借地権の期限到来時に更新拒絶につき上記正当事由が

認められるか否かを本投資法人の物件取得時に予測することは困難であり、借地権者の行う時価での建物買

取請求が本投資法人の希望する価格によるとの保証もありません。 

 また、借地権者の財務状況が悪化した場合又は倒産手続の対象となった場合、借地契約に基づく土地の賃

料の支払いが、敷金及び保証金等で担保される範囲を超えて延滞する等の場合は本投資法人の収益に悪影響

を及ぼす可能性があります。借地契約において賃料等の借地契約の内容について定期的に見直しを行うこと

とされている場合には、賃料の改定により賃料が減額されると、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性

があります。借地権者は借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求をすることができ、これにより、

当該底地から得られる賃料収入が減少し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（チ）有害物質又は放射能汚染等に係るリスク 

 土地については、一般的に産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性や利用する地下水に有害物質

が含まれている可能性は否定できず、かかる有害物質が埋蔵又は含有されている場合には当該土地の価格が

下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替えや浄化等が必要となる場

合には、予想外の費用が発生する可能性があります。更に、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた

場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担す

る可能性があります。 

 土壌汚染等に関しては、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。その後の改正を含みます。）に規定する

特定有害物質に係る一定の施設を設置していた場合や土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る

被害が生ずるおそれがあると認められる場合には、その土地の所有者、管理者又は占有者等は、かかる汚染

の状況について調査報告を命じられ、又は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ず

べきことを命じられることがあります。この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、

本投資法人は支出を余儀なくされた費用についてその原因となった者やその他の者から常に償還を受けられ

るとは限りません。 

 また、建物について、一般的に建材等にアスベスト、PCBその他の有害物質を含む建材又は設備が使用さ

れ、又は過去に使用されていた可能性があります。かかる場合には、当該建物の価値が下落する可能性があ

ります。また、かかる有害物質の有無を検査する必要が生じ、又は有害物質を除去するために建材の全面的

若しくは部分的交換が必要となる場合には、予想外の費用が発生する可能性があります。更に、有害物質に

よって第三者が損害を受けた場合には、直接的に又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がか

かる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。 

 また、環境関連法令につき、将来不動産に関して規制が強化され、不動産の所有者に大気、土壌、地下水

等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課され又は無過失責任を問われることとなる可能性

があります。 

 更に、原子力発電所の事故等により、運用不動産又はその所在周辺地域において、放射能汚染又は風評被

害が発生し、当該地域における社会的乃至経済的活動が阻害され、その結果、当該運用不動産の収益性やそ

の価値が大幅に減少する可能性があります。その他、原子力発電所の事故処理に長期間を要することとなる

場合、当該運用不動産の所在する地域だけでなく、不動産市場や金融市場、更には日本経済全体も影響を受

けることとなり、それがひいては本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。 

 

（ツ）地球温暖化対策に関するリスク 

 法律又は条例により、地球温暖化対策として、一定の不動産の所有者に温室効果ガス排出に関する報告や

排出量制限の義務が課されることがあります。これらの制度設計又は拡充に伴い、排出量削減のための建物
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改修工事を実施し、又は排出権若しくは再エネクレジット等を取得する等の負担を余儀なくされる可能性が

あります。 

 

（テ）不動産の所有者責任に係るリスク 

 土地の工作物（建物を含みます。）の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を与えた場合

には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を行っていた場合

には、その所有者が損害の賠償義務を負うとされ、この所有者の義務は無過失責任とされています。従っ

て、本投資法人の運用不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合

には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人が損害賠償義務を負担するおそれがありま

す。 

 本投資法人は、運用不動産に関し、賠償責任保険その他の適切な保険を付保する方針ですが、保険契約に

基づいて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生しないとの保証はなく、また、保険事故が発生した

場合に常に十分な金額の保険金が適時に支払われるとの保証はありません。 

 

（ト）特定の物件への依存度が高いことに係るリスク 

 本書の日付現在の本投資法人のポートフォリオは14物件により構成され、各保有資産の取得価格が取得価

格の総額に占める割合は、最も割合の大きいもので約15.5％、最も割合の小さいものでも約1.2％となって

います。従って、そのうちのいずれかの物件が何らかの理由で毀損、滅失若しくは劣化し、又はオペレーシ

ョンが不可能となる事由が生じた場合、あるいはその主要なテナントの財政状態及び経営成績が悪化し中途

解約等により退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。 

 

（ナ）テナント集中に係るリスク 

 本投資法人の運用資産である不動産が単一又は少数のテナントに賃貸される場合、テナントの営業状況、

財務状況の悪化等による賃料支払の遅延や賃料の減額の要求に応じざるを得ないことにより、本投資法人の

収益等に影響を与える可能性があります。また、単一又は少数のテナントに賃貸される物件からかかるテナ

ントが退去した場合には、一度に多額の敷金等の返還を余儀なくされ、かつ、稼働率が急激に低下するた

め、一時的に当該不動産の収益が急激に悪化すること、また、場合によっては多額の減損損失の計上が必要

となることがあります。 

 広い面積を一度に賃借するテナントを誘致することは困難な場合があり、また、複数のテナントを探して

稼働率を回復させるのに時間を要する可能性があり、場合によっては賃貸条件の緩和を求められ、かかる期

間の長期化又は賃貸条件の悪化により、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。 

 

（ニ）フォワード・コミットメント等に係るリスク 

 本投資法人は、不動産又は信託受益権を取得するに当たり、いわゆるフォワード・コミットメント（先日

付の売買契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約）等

を行うことがあります。不動産売買契約が買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行による

損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産又は信託受益権の売

買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・

コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があるため、その期間にお

ける市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合等、売買契約を解約せざるを

得なくなった場合には、違約金等の支払いにより、本投資法人の財務状況等が悪影響を受ける可能性があり

ます。 

 

（ヌ）テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク 

 本投資法人は、テナントの属性や資力を勘案の上、賃貸借契約を締結するか否かを決定し、締結後もPM会

社を通じてその利用状況を管理していく所存ですが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監督できるとの

保証はなく、本投資法人の承諾なしにテナントによる転貸借や賃借権の譲渡がなされるおそれもあります。

また、一部のテナントの属性により、又は、反社会的勢力が賃貸人の承諾なくして建物の一部を占拠する場

合等に、当該運用不動産が全体として悪影響を受けることがあります。このような場合には、本投資法人は

直ちにこれに対応する所存ですが、当該運用不動産の価値が減損し、本投資法人の収益に悪影響が及ぶおそ

れがあります。 

 加えて、テナントによる建物への変更工事、内装の変更等により建築基準法、消防法その他の法令や条例

等に違反する状態となり、本投資法人がその改善のための費用を負担することを余儀なくされる可能性があ

ります。 
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（ネ）売主の倒産等の影響に係るリスク 

 本投資法人が不動産等を取得した後に、売主について破産手続、民事再生手続、会社更生手続等の倒産手

続が開始された場合、当該不動産等の売買契約又はその対抗要件具備行為が、倒産した売主の管財人等によ

り否認される可能性があります。この場合、不動産等は破産財団等に取り戻される一方で、本投資法人が売

主に支払った売買代金等の返還請求権は、倒産手続における平等弁済の対象となり、著しく低い金額しか回

収できないことがあります。倒産手続が開始されない場合であっても、売主の財務状況が劣悪である場合に

は、当該不動産等に係る売買契約が、当該売主の債権者による裁判所に対する請求により詐害行為として取

り消される可能性があります。 

 また、いわゆる真正売買の問題として、裁判所又は管財人等が、本投資法人を買主とする売買取引を、そ

の実質に従い又はその他の理由により、担保付融資取引の性質を持つ取引であると法的に評価し、その結

果、当該不動産等がなおも売主（倒産手続であればその財団等）に属すると判断することがあります。この

場合には、本投資法人は、あたかも当該不動産等についての担保権者であるかのように取り扱われ、担保権

（とみなされた権利）の行使に対する制約を受けることとなります。特に、会社更生手続では、担保権の実

行は会社更生手続に従って行われて、弁済金額が切下げられることとなり、担保権の実行を手続外で行える

破産手続等に比べて、本投資法人はより大きな損害を受けるおそれがあります。 

 また、前記否認又は取消の問題は、売主の前所有者（本投資法人から見て前々所有者）との関係でも生じ

得ます。すなわち、本投資法人が、不動産等を取得した際に、前所有者である売主が、売主と本投資法人と

の間の売買について否認又は取り消される原因があることを認識していた場合には、かかる否認の効力が転

得者である本投資法人にも及ぶことになります。 

 以上のとおり、本投資法人又はその売主の売買契約が否認され、詐害行為取消権の行使を受け、又は真正

売買性が否定された場合には、本投資法人に損害が生じるおそれがあります。 

 

（ノ）不動産の売却における制限に係るリスク 

 不動産等の売却については、前記のとおり他の区分所有者や共有者によって契約上その処分について制限

が課されることがある他、賃貸借契約において賃借人に対し賃貸借契約期間中は売却をしない旨や土地と建

物を分離譲渡しない旨を約したり、第三者に売却する前に賃借人に対して買取りについての優先交渉権を与

えたりする場合があります。そのような場合、不動産市場の動向を見ながら最も有利な条件で売却すること

が難しくなり、本投資法人は、通常であれば得ることができる利益を得ることができなくなるおそれがあり

ます。 

 

（ハ）不動産の売却に伴う責任に係るリスク 

 本投資法人が運用不動産を売却した場合に、当該運用不動産に物的又は法律的な瑕疵があるために、法律

の規定に従い、瑕疵担保責任を負う可能性があります。特に、本投資法人は、宅地建物取引業法（昭和27年

法律第176号、その後の改正を含みます。）（以下「宅建業法」といいます。）上みなし宅地建物取引業者

となりますので、買主が宅地建物取引業者でない場合には、瑕疵担保責任を排除することが原則としてでき

ません。 

 また、法律の規定以外にも、売買契約上の規定に従い、物件の性状その他に関する表明保証責任や瑕疵担

保責任を負う可能性があります。 

 これらの法律上又は契約上の表明保証責任や瑕疵担保責任を負う場合には、買主から売買契約を解除さ

れ、あるいは、買主が被った損害の賠償をしなければならず、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性

があります。 

 更に、賃貸不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務等を承継するものと解され

ており、実務もこれにならうのが通常ですが、旧所有者が当該債務を免れることについて賃借人の承諾を得

ていない場合には、旧所有者は新所有者とともに当該債務を負い続けると解される可能性があり、予定外の

出費を強いられる場合があります。 

 

⑤ 不動産信託受益権に係るリスク 

 本投資法人は、不動産、地上権又は土地の賃借権を主な信託財産とする不動産信託受益権を取得します。こ

の場合、不動産信託受託者が不動産の名義上の所有者（又は地上権者若しくは賃借人）となり、信託受益者で

ある本投資法人のために不動産を管理、運用、処分します。信託受益者である本投資法人は、不動産信託受託

者に指図をすることによりその運用方針に従った運用を行うこととなります。不動産を直接所有する場合と不

動産信託受益権を保有する場合とでは、税務上の取扱い、資産を担保提供する方法等に違いがあります。不動

産信託受益権を取得する場合、本投資法人は、以下のような不動産信託受益権特有のリスクを負います。 

 なお、以下、平成19年９月30日施行の信託法（平成18年法律第108号）を「新信託法」といい、新信託法施

行と同時に廃止された信託法（大正11年法律第62号。その後の改正を含みます。）を「旧信託法」といい、信
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託契約に別段の定めがない限り、平成19年９月30日より前に効力を生じた信託契約については、信託財産につ

いての対抗要件に関する事項を除き、旧信託法が適用されます（信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）第２条）。 

 

（ア）信託受益者として負うリスク 

 信託受益者とは、信託の利益を享受する者とされ、信託の収益は、信託交付金等の形で信託受益者に引渡

され、信託が終了するときは信託財産全てが交付されます。 

 他方で、旧信託法のもとでは、信託財産に関する租税、不動産信託受託者の報酬、信託財産に瑕疵がある

ことを原因として第三者が損害を被った場合の賠償費用等（以下「信託費用等」といいます。）は、最終的

に信託受益者が負担することになっています（旧信託法第36条第２項）。すなわち、信託受益者は、名義上

は信託財産の所有者ではありませんが、信託財産に係る経済的利益及び損失の最終的な帰属主体といえま

す。従って、不動産信託受益権を保有する場合も、不動産そのものを所有する場合と同様に不動産に係るリ

スクを負うことになります。また、不動産信託受託者は、信託事務の遂行に関して被った損害につき、信託

財産から支弁を受け又は信託受益者にその賠償を請求することができます。不動産信託受託者は、かかる信

託費用支払いの担保として信託財産を留置することができる他、信託費用未払いの場合には信託財産である

不動産を売却することができます。このため、信託財産からの支弁又は信託受益者に対する請求がなされた

場合、本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。新信託法のもとでは、旧信託法第36条第２

項が廃止され、原則として信託受益者がこのような責任を負うことはなくなりましたが、信託受益者と不動

産信託受託者の間で信託費用等に関し別途の合意をした場合には、当該合意に従い信託受益者に対し不動産

信託受託者から信託費用等の請求がなされることがあり（新信託法第48条第５項、第54条第４項）、その場

合には同様に本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。 

 

（イ）不動産信託受益権の流動性に係るリスク 

 本投資法人が不動産信託受益権を運用資産とする場合において、不動産信託受託者を通じて信託財産たる

不動産を処分する場合には、前記の不動産の流動性に係るリスクが存在します。 

 また、不動産信託受益権を譲渡しようとする場合には、不動産信託受託者の事前の承諾を要求されること

があります。更に、譲渡する不動産信託受益権については有価証券とみなされますが、譲渡に際しては債権

譲渡と同様の譲渡方法によるため（新信託法第94条）、株券や社債券のような典型的な有価証券と比較する

と相対的に流動性が低いものといえます。 

 

（ウ）不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク 

 不動産信託受託者につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続が開始された場合にお

ける信託財産の取扱いに関しては、旧信託法のもとでは、明文の規定はないものの、同法の諸規定や信託財

産の独立性という観点から、信託財産が破産財団、再生債務者又は更生会社の財産その他不動産信託受託者

の固有財産に属すると解釈される可能性は、極めて小さいものと考えられていました。新信託法において

は、信託財産は不動産信託受託者の固有財産に属しない旨が明文で規定されています（新信託法第25条第１

項、第４項及び第７項）。 

 但し、不動産、地上権又は土地の賃借権の場合は、信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗す

るためには、信託された財産について信託の公示（信託の登記）が必要とされます。 

 

（エ）不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク 

 不動産信託受託者は、信託業務を行うに当たり、信託受益者に対して忠実義務及び善管注意義務を負い、

信託受益者を害するおそれのある一定の行為を行ってはならないものとされています。しかし、不動産信託

受託者が、かかる義務又は信託契約上の義務に反して信託財産である不動産を処分すること、又は信託財産

である不動産を引当てとして何らかの債務を負うこと等がないとはいいきれず、これらの場合には、不動産

信託受益権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、旧信託法及

び新信託法は、信託の本旨に反した信託財産の処分行為の取消権を信託受益者に認めていますが、常にかか

る権利の行使により損害を回復できるとは限りません。 

 

（オ）不動産信託受益権の準共有等に係るリスク 

 不動産信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能

性があります。旧信託法のもとでは所有権以外の財産権の準共有については、所有権の共有に関する規定が

可能な限り準用されます（民法第264条）。新信託法のもとでは信託受益者が複数の場合の意思決定の方法

に関する明文規定があり（新信託法第105条以下）、不動産信託受益権が準共有されている場合にもかかる
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規定の適用があるものと解されるため、所有権の共有に関する民法の規定に優先してかかる規定がまず適用

されます。 

 旧信託法では、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有されている不動産信託受益権の変更に

当たる行為には準共有者全員の合意を要し（民法第251条）、変更に当たらない管理は、準共有者の準共有

持分の過半数で決定する（民法第252条）ものと考えられます。従って、特に本投資法人が準共有持分の過

半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向

を反映させることができない可能性があります。 

 一方、新信託法のもとでは、信託契約において意思決定の方法が定められていない場合、一定の行為を除

き、準共有者の全員一致によることになるものと解されます（新信託法第105条第１項本文）。この場合に

は、他の準共有者全員が承諾しない限り、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資

法人の意向を反映させることができないこととなります。また、信託契約において別の意思決定の方法が定

められている場合でも、当該方法が本投資法人の意向を反映するような形で定められているとは限らず、同

様に信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。 

 準共有持分の処分については、旧信託法及び新信託法いずれのもとでも、準共有者は、不動産信託受託者

の承諾を得ることを条件として、自己の準共有持分を自己の判断で処分することができます。従って、本投

資法人の意向にかかわりなく他の準共有者が変更される可能性があります。準共有者の間において信託契約

とは別の協定書等において、準共有者が準共有持分を処分する場合に他の準共有者に先買権若しくは優先交

渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課されている場合があります。この場合は、本投資法人の知ら

ない間に他の準共有者が変動するリスクは減少しますが、本投資法人がその準共有持分を処分する際に制約

を受けることになります。 

 不動産信託受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権及び不動産信託受託

者に対して負担する信託費用等の支払義務は、別段の合意のない限り、準共有される財産に関する債権債務

として不可分債権及び不可分債務であると一般的には解されています。従って、他の準共有者の債権者が当

該準共有者の準共有持分の割合を超えて信託交付金請求権全部を差押さえ、又は他の準共有者が不動産信託

受託者からの信託費用等の請求をその準共有持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が請求され

た全額を支払わざるを得なくなる可能性があります。不動産自体が共有されている場合と同様、これらの場

合、本投資法人は、差押さえられた信託交付金請求権のうち自己の準共有持分に応じた金額の支払いや支払

った信託費用等のうち他の準共有者の準共有持分に応じた金額の償還を当該他の準共有者に請求することが

できますが、当該他の準共有者の資力の如何によっては、支払い又は償還を受けることができない可能性が

あります。 

 

⑥ 匿名組合出資持分及び不動産関連ローン等資産への投資に係るリスク 

 本投資法人は、その規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分及び不動産関連ローン等資産への投資

を行うことがあります。これらの場合、本投資法人が投資した金銭を投資先たる匿名組合や特別目的会社が不

動産その他の資産に投資することになりますが、当該資産に係る収益が悪化した場合、当該資産の価値が下落

した場合、当該資産が想定した価格で売却できない場合、意図されない課税が生じた場合等には、想定した配

当又は利払を受けられなくなる場合があるほか、本投資法人が投資した金額を回収できない等の損害を被る可

能性があります。また、匿名組合出資持分及び不動産関連ローン等資産については、法令上又は契約上その譲

渡が禁止又は制限される場合があり、また、確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、本投

資法人が譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難となる可能性があり、又は、予定より

低い価額での売買を余儀なくされる可能性があります。また、匿名組合出資持分及び不動産関連ローン等資産

への投資は、投資先たる匿名組合や特別目的会社が取得・保有する不動産その他の資産に係る優先交渉権の取

得を目的として行われることがありますが、かかる優先交渉権により当該資産を取得できる保証はありませ

ん。 

 

⑦ 海外不動産投資に係るリスク 

 本投資法人は、その規約に基づき、資産運用の基本方針の範囲内で海外での所定資産に対する投資を行うこ

とが可能です。本投資法人は、本書の日付現在において、海外不動産投資を行っておらず、また、具体的に海

外不動産投資を検討しているものでもありませんが、今後海外不動産に投資する場合には、法務・会計・税務

上の取扱いが国内不動産への投資とは異なることに伴うリスクや、外国為替相場の変動に伴うリスク、海外不

動産等の取得並びに管理・運用につき国内不動産とは異なる体制及びノウハウが必要となることに伴うリスク

等、様々なリスクを伴います。本投資法人が今後海外不動産投資を行う場合には、これらのリスクを勘案して

慎重に検討及び運用を行いますが、これらのリスクを回避できる保証はなく、結果として本投資法人の収益に

悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧ 税制に係るリスク 

 本投資法人には、以下のような税制に関するリスクが存在します。本投資法人は、本投資法人の会計処理に

関する助言を専門家に継続的に依頼して、税制についての情報や現行の税制についての税務当局の見解を収集

して、できる限り事前に対応する体制を取っています。 

（ア）導管性要件に係るリスク 

 税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件（以下「導管性要件」といいます。）を満たし

た投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、参照有価証券報告書「第一部 

ファンド情報／第１ファンドの状況／４ 手数料等及び税金／（５）課税上の取扱い」に記載する配当等の

額を投資法人の損金に算入することが認められています。 

 本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、下記に記載した要因又はその他の要因

により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が導管性要件を満たすことができ

なかった場合、配当等の額を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資

主への分配金額等の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があります。なお、導管性要件については、参照有

価証券報告書「第一部 ファンド情報／第１ファンドの状況／４ 手数料等及び税金／（５）課税上の取扱

い／② 投資法人の税務／（ア）配当等の額の損金算入」をご参照下さい。 

ａ．会計処理と税務上の取扱いの不一致によるリスク 

 導管性要件のうち、租税特別措置法施行令第39条の32の３に規定する配当可能利益の額又は配当可能額

の90％超の分配を行うべきとする要件（以下「支払配当要件」といいます。）においては、投資法人の会

計上の税引前当期純利益を基礎として支払配当要件の判定を行うこととされています。従って、会計処理

と税務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益（会計上の税引後当

期純利益）が減少した場合、この要件を満たすことが困難となる計算期間が生じる可能性があります。な

お、平成27年４月１日以後に開始する計算期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一時

差異等調整引当額の増加額に相当する金銭の分配については配当等の額として損金算入が可能になるとい

う手当てがなされています。 

 

ｂ．資金不足により計上された利益の全部を配当できないリスク 

 本投資法人において利益が生じているにもかかわらず、一定の理由により配当原資となる資金が不足す

る場合は、借入金や資産の処分により配当原資を確保する必要が生じます。しかしながら、導管性要件に

基づく借入先等の制限や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、配当の金額が

租税特別措置法施行令第39条の32の３に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90％超とならない計

算期間が生じる可能性があります。 

 

ｃ．借入れに係る導管性要件に関するリスク 

 導管性要件のひとつに、借入れを行う場合には機関投資家（租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロ

に定めるものをいいます。以下「⑧ 税制に係るリスク」において同じです。）のみから行うことという

要件があります。従って、本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得

ない場合、あるいは、保証金又は敷金の全部若しくは一部がテナントからの借入金に該当すると解釈され

た場合においては、導管性要件を満たせないことになります。 

 

ｄ．同族会社に係る導管性要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク 

 導管性要件のうち、計算期間終了時に同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の３に定めるも

の（発行済投資口の総数又は議決権総数の50％超が１人の投資主及びその特殊関係者により保有されてい

る投資法人）に該当していないことという要件については、本投資口が市場で流通することにより、本投

資法人のコントロールの及ばないところで、結果として満たされなくなる計算期間が生じる可能性があり

ます。 

 

ｅ．投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないリスク 

 導管性要件のひとつに、計算期間末において投資法人の投資口が機関投資家のみにより保有されるこ

と、又は、50人以上の投資主に保有されることという要件があります。しかし、本投資法人は投資主によ

る投資口の売買をコントロールすることができないため、本投資法人の投資口が50人未満の投資主に保有

される（機関投資家のみに保有される場合を除きます。）こととなる計算期間が生じる可能性がありま

す。 
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（イ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク 

 本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得計算について追

加の税務否認項目等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が発生することとなり、投資主へ

の分配金額等の減少その他の悪影響を及ぼす可能性があります。 

（ウ）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

 本投資法人は、本書の日付現在において、一定の内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要

件を充足することを前提として、直接に不動産を取得する場合の登録免許税及び不動産取得税の軽減措置の

適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことがで

きない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措置の適用

を受けることができない可能性があります。 

（エ）一般的な税制の変更に係るリスク 

 不動産、信託の受益権その他本投資法人の運用資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又はか

かる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の

収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に関する

税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による投資主

の手取金の額が減少する可能性があります。 

⑨ 減損会計及び資産除去債務に関する会計基準の適用に係るリスク

 減損会計とは、主として土地・建物等の固定資産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが

立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のこ

とをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が

発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 また、資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資

産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます。資産除去債務の

発生時には、除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、その現在価値を負債として計上するこ

とになります。 

 これらの基準の適用において、会計処理と税務処理の不一致が生じる可能性がありますが、詳細は前記「⑧

税制に係るリスク／(ア)導管性要件に係るリスク／a．会計処理と税務上の取扱いの不一致によるリスク」を

ご参照下さい。 

（２）投資リスクに関する管理体制 

 前記の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以下の検証

システムを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努めています。本投資法人及

び本資産運用会社は可能な限り、本投資口又は本投資法人債への投資に関するリスクの発生の回避及びリスク

が発生した場合の対応に努める方針ですが、これらの措置が結果的に十分な成果を収めるとの保証はありませ

ん。 

① 本投資法人の体制

 本投資法人は、３ヶ月に１回以上の頻度で役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、本投資法人

の運営及び本資産運用会社の業務遂行状況の詳細な報告を受けます。この報告手続を通じ、本資産運用会社又

はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員は的確に情報を入手し、執行役員の業務執行状況を監視

できる体制を維持しています。また、本資産運用会社の利害関係人等との取引については、本資産運用会社が

定める社内規程に従ってなされ、本投資法人の役員会の承認を得てはじめて取引を実行することができること

とされており、利益相反等に係るリスクの管理に努めています。 

 本投資法人は、資産運用委託契約上、本資産運用会社から各種報告を受ける権利及び本資産運用会社の帳簿

その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、本資産運用会社の

業務執行状況を監視できる体制を維持しています。 

 また、本投資法人は、内部者取引等管理規程を定めて、役員によるインサイダー取引の防止に努めていま

す。 
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② 本資産運用会社の体制

本資産運用会社は、運用及び管理に係るリスクについて、その社内規程としてリスク管理規程を制定し、原

則としてレベルの異なる複数の検証システムを通じてモニタリングし、管理しています。 

（ア）本資産運用会社は、運用ガイドラインにおいて、分散投資によるポートフォリオの構築方針、個別の運用不

動産の安定収益確保のための諸方策、投資を決定する際の物件選定基準、物件調査基準、投資分析基準及び

保険付保基準、ポートフォリオ運営管理方針（PM会社及びBM会社の選定基準、年度運用計画等による計画的

な運用を含みます。）等を定めています。かかる運用ガイドラインを遵守することにより、不動産や不動産

信託受益権に係るリスクの管理に努めています。 

（イ）本資産運用会社は、取締役会規程及び投資委員会規程その他社内規程を定めて取締役会、投資委員会等によ

る本投資法人の資産運用に係る重要な事項の決定プロセスへの関与の明確化を図っている他、不動産等の調

査、取得、管理運営その他の業務それぞれについて、客観的な業務手順を確立して、リスクの管理に努めま

す。 

（ウ）本資産運用会社は、コンプライアンス・マニュアル（本編及び業務編）を定めて、コンプライアンスオフィ

サー及びコンプライアンス委員会による法令遵守の確認、コンプライアンス委員会による投信法及び利害関

係人等取引規程に定める利害関係人等との取引等についての利益相反の有無の確認を行い、これによって、

法令違反のリスク、利益相反のリスクの防止に努めます。 

（エ）本資産運用会社は、内部者取引等管理規程を定めて、役員及び従業員によるインサイダー取引の防止に努め

ています。 

（オ）本資産運用会社は、リスク管理規程を定めて、日本における代表者をリスク管理の総責任者とし、各部の部

長、本投資法人の担当ファンドマネージャー、リーガルオフィサー及びコンプライアンスオフィサーを、そ

れぞれの所管するリスクに係る管理責任者とするとともに、各リスク管理責任者がリスクの管理状況を適宜

にマネージャー・ミーティング又は取締役会に報告する体制を構築しています（マネージャー・ミーティン

グで報告された事項は取締役会に報告されます。また、受託資産運用業務を行うに際しての①受託運用資産

に係るリスク以外のリスクについてはコンプライアンス委員会の、②受託運用資産に係るリスクについては

投資委員会の審議及び決議を経て、それぞれ取締役会に報告されます。）。取締役会は、リスク管理体制・

状況について、その適切性・有効性を検証・評価します。 

 以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに関する管理体制を整備していますが、このよ

うな体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないことによりリスクが顕在化し

た場合、本投資法人又は投資主若しくは投資法人債権者に損失が生じるおそれがあります。 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 本店

（東京都港区六本木六丁目10番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

投資法人名 インベスコ・オフィス・ジェイリート 

投資法人 

代表者の役職氏名 執行役員 峯 村 悠 吾 

１．当法人は１年間継続して有価証券報告書を提出しています。 

２．当法人の発行する投資証券は、東京証券取引所に上場されています。 

（新規上場日 平成26年６月５日） 

３．当法人の発行済投資証券は、２年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

63,007百万円 

（参考） 

（平成27年11月30日の上場時価総額） 

東京証券取引所 

における最終価格 発行済投資口総数

100,500円 × 542,210口 ＝ 54,492百万円 

（平成28年11月30日の上場時価総額） 

東京証券取引所 

における最終価格 発行済投資口総数

87,700円 × 815,547口 ＝ 71,523百万円 
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投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移 

1. 投資法人の目的及び基本的性格

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、運用資産を、主とし

て不動産等資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号、その後の改正を含

みます。）に定めるものをいいます。）のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託

する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、参照書類である平成29年７月27日付の有価証券報告

書「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／２ 投資方針／（２）投資対象／① 投資対象とする資

産」に掲げる資産への継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を

目指して運用を行います（規約第27条）。 

本投資法人は、その資産の運用を投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正

を含みます。）上の資産運用会社であるインベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・イ

ンク（以下「本資産運用会社」といいます。）に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平

成26年２月28日に締結された資産運用委託契約（その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といい

ます。）の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に係る方針につき、その社内規程として運用

ガイドライン（以下「運用ガイドライン」といいます。）（注）を制定しています。 

（注） 運用ガイドラインを定めるに当たり、本資産運用会社は、前記の運用ガイドラインの目的、我が国の経済情勢並びに金融

市場、不動産市場及びその他本投資法人の資産運用に関連する市場全体の動向を勘案します。特に、本投資法人の主たる

運用資産がオフィスビルであることに鑑み、オフィスビルを取り巻く市場環境の推移、オフィスビルの複合化、多様化及

び高機能化、市場における短期乃至中長期的な需給動向、地域特性並びに交通基盤施設等の各種社会インフラの整備状況

等の様々な要因を分析・検討することとしています。 

なお、本資産運用会社は、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現のため、前記諸要因の今後の動向、

変化等に機動的に対応するべく、その判断により、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、運用ガイドライ

ンを変更することがあります。 
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2. 主要な経営指標等の推移

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成26年10月 平成27年４月 平成27年10月 平成28年４月 平成28年10月

営業収益 （百万円） 1,911 3,009 4,003 4,183 5,684

（うち不動産賃貸事業収益） （百万円） (1,911) (3,009) (4,003) (4,179) (5,678)

営業費用 （百万円） 952 1,699 2,327 2,453 3,087

（うち不動産賃貸事業費用） （百万円） (746) (1,403) (1,976) (2,041) (2,592)

営業利益 （百万円） 959 1,309 1,675 1,730 2,597

経常利益 （百万円） 436 1,128 1,397 1,463 2,230

当期純利益 （百万円） 435 1,127 1,396 1,462 2,229

総資産額 （百万円） 89,333 89,285 117,757 118,088 172,204

（対前期比） （％） (-) (△0.1) (＋31.9) (＋0.3) (＋45.8)

純資産額 （百万円） 43,442 44,134 55,287 55,353 81,183

（対前期比） （％） (-) (＋1.6) (＋25.3) (＋0.1) (＋46.7)

有利子負債額 （百万円） 40,200 40,200 56,200 56,200 82,100

出資総額 （百万円） 43,007 43,007 53,891 53,891 78,913

発行済投資口の総口数 （口） 432,680 432,680 542,210 542,210 815,547

１口当たり純資産額 （円） 100,402 102,002 101,967 102,088 99,544

１口当たり当期純利益（注４） （円） 1,662 2,605 2,651 2,696 2,898

分配総額 （百万円） 434 1,127 1,396 1,462 2,228

１口当たり分配金 （円） 1,005 2,605 2,575 2,697 2,733

（うち１口当たり利益分配金） （円） (1,005) (2,605) (2,575) (2,697) (2,733)

（うち１口当たり利益超過分配

金） 
（円） (-) (-) (-) (-) (-)

総資産経常利益率（注５） （％） 0.5 1.3 1.3 1.2 1.5

（年換算値）（注６） （％） (1.3) (2.5) (2.7) (2.5) (3.0)

自己資本利益率（注７） （％） 1.0 2.6 2.8 2.6 3.3

（年換算値）（注６） （％） (2.5) (5.2) (5.6) (5.3) (6.5)

期末自己資本比率（注８） （％） 48.6 49.4 47.0 46.9 47.1

（対前期増減） （％） (-) (＋0.8) (△2.5) (△0.1) (＋0.3)

配当性向 （注９） （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

［その他参考情報］ 

当期運用日数（注１） （日） 148 181 184 182 184

期末投資物件数 （件） 5 5 8 8 13

減価償却費 （百万円） 294 428 537 561 710

資本的支出額 （百万円） 56 194 236 328 333

賃貸NOI（Net Operating Income)

（注10） 
（百万円） 1,459 2,034 2,564 2,698 3,796

FFO（Funds from Operation） 

（注11） 
（百万円） 729 1,556 1,933 2,023 2,939

１口当たりFFO（注12） （円） 1,685 3,596 3,566 3,731 3,604

期末総資産有利子負債比率 

（LTV）（注13） 
（％） 45.0 45.0 47.7 47.6 47.7



－  － 33

回次 第６期 

決算年月 平成29年４月

営業収益 （百万円） 6,543

（うち不動産賃貸事業収益） （百万円） (5,755)

営業費用 （百万円） 3,218

（うち不動産賃貸事業費用） （百万円） (2,583)

営業利益 （百万円） 3,324

経常利益 （百万円） 2,967

当期純利益 （百万円） 2,966

総資産額 （百万円） 179,894

（対前期比） （％） (+4.5)

純資産額 （百万円） 81,935

（対前期比） （％） (+0.9)

有利子負債額 （百万円） 89,000

出資総額 （百万円） 78,913

発行済投資口の総口数 （口） 815,547

１口当たり純資産額 （円） 100,467

１口当たり当期純利益（注４） （円） 3,637

分配総額 （百万円） 2,966

１口当たり分配金 （円） 3,638

（うち１口当たり利益分配金） （円） (3,638)

（うち１口当たり利益超過分配

金） 
（円） (-)

総資産経常利益率（注５） （％） 1.7

（年換算値）（注６） （％） (3.4)

自己資本利益率（注７） （％） 3.6

（年換算値）（注６） （％） (7.3)

期末自己資本比率（注８） （％） 45.5

（対前期増減） （％） (△1.6)

配当性向 （注９） （％） 100.0

［その他参考情報］ 

当期運用日数（注１） （日） 181

期末投資物件数 （件） 14

減価償却費 （百万円） 752

資本的支出額 （百万円） 648

賃貸NOI（Net Operating Income)

（注10） 
（百万円） 3,924

FFO（Funds from Operation） 

（注11） 
（百万円） 2,934

１口当たりFFO（注12） （円） 3,598

期末総資産有利子負債比率 

（LTV）（注13） 
（％） 49.5
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（注１）  本投資法人の営業期間は、毎年５月１日から10月末日まで及び11月１日から翌年４月末日までの各６ヶ月間ですが、第１期は本投資

法人設立の日（平成26年２月27日）から平成26年10月31日までです。なお、第１期の「当期運用日数」は実質的な運用日数であり、

平成26年６月６日から平成26年10月31日までの148日間です。 

（注２）  「営業収益」等には消費税等は含まれていません。 

（注３）  単位未満の金額については切捨てて記載し、比率については小数第２位を四捨五入した数値を記載しています。従って、各項目別の

金額又は比率の合計が一致しない場合があります。 

（注４）  「１口当たり当期純利益」については、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。なお、第１期につ

き、実質的な資産運用期間の開始日である平成26年６月６日時点を期首とみなして日数加重平均投資口数（430,089口）により算定し

た１口当たり当期純利益は1,011円です。 

（注５）  総資産経常利益率＝経常利益÷｛（期首総資産額＋期末総資産額）÷２｝×100 

 なお、第１期の期首総資産額には、本投資法人の実質的な資産運用期間の開始日（平成26年６月６日）時点の総資産額を使用してい

ます。 

（注６）  第１期については実質的な運用日数148日（平成26年６月６日から平成26年10月31日まで）に基づいて年換算値を算出しています。 

（注７）  自己資本利益率＝当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷２｝×100 

 なお、第１期の期首純資産額には、本投資法人の実質的な資産運用期間の開始日（平成26年６月６日）時点の純資産額を使用してい

ます。 

（注８）  期末自己資本比率＝期末純資産額÷期末総資産額×100 

（注９）  １口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）÷１口当たり当期純利益×100 

 なお、第１期、第３期及び第５期の「配当性向」については、期中に公募増資を行ったことにより、期中の投資口数に変動が生じて

いるため、次の算式により算出しています。 

配当性向＝分配総額（利益超過分配金は含まない）÷当期純利益×100 

（注10）  賃貸NOI＝不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費 

（注11）  FFO＝当期純利益＋減価償却費－不動産等売却損益 

（注12）  １口当たりFFO＝FFO÷発行済投資口の総口数 

（注13）  「LTV」とは、資産総額のうち有利子負債総額（借入金額、投資法人債発行額及び短期投資法人債発行額の総額）の占める割合をいい

ます。 



第７期計算期間（平成29年５月１日から平成29年10月31日まで）の業績の概要 

以下には、平成29年12月13日開催のインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法

人」といいます。）役員会で承認され、公表された第７期計算期間（平成29年５月１日から平成29年10月

31日まで）の財務諸表を掲載しています。 

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号。その後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平

成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しています。なお、財務諸表の金額

については、千円未満を切り捨てて表示しております。 

但し、当該財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査を終了してい

ませんので、監査報告書は受領していません。また、本投資法人には子会社がないため、連結財務諸表

は作成していません。 
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財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

前期 

（平成29年４月30日） 

当期 

（平成29年10月31日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,108,833 3,090,066 

信託現金及び信託預金 10,230,271 10,596,926 

営業未収入金 402,022 456,838 

未収消費税等 183,882 35,654 

未収還付法人税等 2,251 - 

前払費用 251,269 281,385 

繰延税金資産 6 19 

その他 5,867 1,518 

流動資産合計 15,184,404 14,462,409 

固定資産 

有形固定資産 

信託建物 41,543,129 41,795,823 

減価償却累計額 △2,974,670 △3,715,638 

信託建物（純額） 38,568,458 38,080,184 

信託構築物 318,568 319,541 

減価償却累計額 △75,407 △93,211 

信託構築物（純額） 243,161 226,329 

信託機械及び装置 19,735 31,443 

減価償却累計額 △2,935 △4,053 

信託機械及び装置（純額） 16,800 27,390 

信託工具、器具及び備品 81,622 106,167 

減価償却累計額 △18,341 △26,070 

信託工具、器具及び備品（純額） 63,280 80,096 

信託土地 124,928,377 124,928,377 

信託建設仮勘定 21,603 20,024 

有形固定資産合計 163,841,681 163,362,402 

無形固定資産 

その他 6,009 4,889 

無形固定資産合計 6,009 4,889 

投資その他の資産 

敷金及び保証金 10,088 10,088 

長期前払費用 384,660 358,151 

デリバティブ債権 79,972 115,701 

その他 363,971 386,154 

投資その他の資産合計 838,693 870,096 

固定資産合計 164,686,384 164,237,388 

繰延資産 

投資法人債発行費 23,823 21,755 

繰延資産合計 23,823 21,755 

資産合計 179,894,611 178,721,552 
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  （単位：千円） 

 
前期 

（平成29年４月30日） 

当期 

（平成29年10月31日） 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 371,428 533,084 

1年内返済予定の長期借入金 18,500,000 17,500,000 

未払金 412,735 373,832 

未払費用 82,938 78,755 

未払法人税等 645 1,005 

前受金 593,832 567,962 

その他 160,928 73,108 

流動負債合計 20,122,508 19,127,750 

固定負債   

投資法人債 3,400,000 3,400,000 

長期借入金 67,100,000 68,100,000 

信託預り敷金及び保証金 7,311,222 7,470,893 

繰延税金負債 25,263 36,550 

固定負債合計 77,836,485 79,007,443 

負債合計 97,958,994 98,135,193 

純資産の部   

投資主資本   

出資総額 78,913,658 78,913,658 

出資総額控除額 - △799,984 

出資総額（純額） 78,913,658 78,113,673 

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,967,250 2,393,534 

剰余金合計 2,967,250 2,393,534 

投資主資本合計 81,880,908 80,507,207 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 54,708 79,151 

評価・換算差額等合計 54,708 79,151 

純資産合計 ※１ 81,935,617 ※１ 80,586,359 

負債純資産合計 179,894,611 178,721,552 
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

営業収益 

賃貸事業収入 ※１ 5,239,918 ※１ 5,565,513 

その他賃貸事業収入 ※１ 515,660 ※１ 606,368 

不動産等売却益 ※２ 784,581 - 

匿名組合分配金 3,142 - 

営業収益合計 6,543,304 6,171,882 

営業費用 

賃貸事業費用 ※１ 2,583,389 ※１ 2,805,901 

資産運用報酬 510,620 510,363 

一般事務委託及び資産保管手数料 17,618 16,575 

役員報酬 3,900 3,000 

その他営業費用 102,850 63,698 

営業費用合計 3,218,378 3,399,539 

営業利益 3,324,925 2,772,342 

営業外収益 

受取利息 44 44 

還付加算金 4,349 11 

その他 238 965 

営業外収益合計 4,632 1,021 

営業外費用 

支払利息 252,167 253,808 

投資法人債利息 382 7,046 

投資法人債発行費償却 344 2,067 

融資関連費用 107,694 114,263 

その他 1,545 1,934 

営業外費用合計 362,134 379,119 

経常利益 2,967,423 2,394,243 

税引前当期純利益 2,967,423 2,394,243 

法人税、住民税及び事業税 742 1,012 

法人税等調整額 15 △13 

法人税等合計 757 999 

当期純利益 2,966,666 2,393,243 

前期繰越利益 584 290 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,967,250 2,393,534 
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（３）投資主資本等変動計算書 

前期（自 平成28年11月１日 至 平成29年４月30日） 

    （単位：千円） 

 投資主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
 

出資総額 

剰余金 

投資主資本 
合計 

繰延ヘッジ

損益 
評価・換算

差額等合計  

当期未処分利

益又は当期未

処理損失

（△） 

剰余金合計 

当期首残高 78,913,658 2,229,474 2,229,474 81,143,132 40,017 40,017 81,183,149 

当期変動額        

剰余金の配当 - △2,228,889 △2,228,889 △2,228,889 - - △2,228,889 

当期純利益 - 2,966,666 2,966,666 2,966,666 - - 2,966,666 

投資主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
- - - - 14,691 14,691 14,691 

当期変動額合計 - 737,776 737,776 737,776 14,691 14,691 752,467 

当期末残高 ※１ 78,913,658 2,967,250 2,967,250 81,880,908 54,708 54,708 81,935,617 

 

当期（自 平成29年５月１日 至 平成29年10月31日） 

       （単位：千円） 

 投資主資本 

 

出資総額 出資総額控除額 出資総額（純額） 

剰余金 

自己投資口 
投資主資本 

合計  

当期未処分利

益又は当期未

処理損失

（△） 

剰余金合計 

当期首残高 78,913,658 - 78,913,658 2,967,250 2,967,250 - 81,880,908 

当期変動額        

剰余金の配当 - - - △2,966,959 △2,966,959 - △2,966,959 

当期純利益 - - - 2,393,243 2,393,243 - 2,393,243 

自己投資口の取得 - - - - - △799,984 △799,984 

自己投資口の消却 - △799,984 △799,984 - - 799,984 - 

投資主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
- - - - - - - 

当期変動額合計 - △799,984 △799,984 △573,716 △573,716 - △1,373,700 

当期末残高 ※１ 78,913,658 △799,984 78,113,673 2,393,534 2,393,534 - 80,507,207 

 

    

 評価・換算差額等 
純資産合計 

 
繰延ヘッジ

損益 
評価・換算

差額等合計 

当期首残高 54,708 54,708 81,935,617 

当期変動額    

剰余金の配当 - - △2,966,959 

当期純利益 - - 2,393,243 

自己投資口の取得 - - △799,984 

自己投資口の消却 - - - 

投資主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
24,442 24,442 24,442 

当期変動額合計 24,442 24,442 △1,349,258 

当期末残高 79,151 79,151 80,586,359 
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（４）金銭の分配に係る計算書 

区分 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

Ⅰ 当期未処分利益 2,967,250,139円 2,393,534,091円 

Ⅱ 分配金の額 2,966,959,986円 2,393,020,534円 

（投資口１口当たりの分配金の額） （3,638円） （2,962円） 

Ⅲ 次期繰越利益 290,153円 513,557円 

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第１項に定

める金銭の分配の方針に従い、分配

金の額は利益の金額を限度とし、か

つ租税特別措置法第67条の15に規定

されている本投資法人の配当可能利

益の金額の100分の90に相当する金

額を超えるものとしています。かか

る方針により、当期未処分利益を超

えない額で発行済投資口の総口数

815,547口の整数倍数の最大値とな

る2,966,959,986円を利益分配金と

して分配することとしました。な

お、本投資法人の規約第35条第２項

に定める利益を超えた金銭の分配は

行いません。 

本投資法人の規約第35条第１項に定

める金銭の分配の方針に従い、分配

金の額は利益の金額を限度とし、か

つ租税特別措置法第67条の15に規定

されている本投資法人の配当可能利

益の金額の100分の90に相当する金

額を超えるものとしています。かか

る方針により、当期未処分利益を超

えない額で発行済投資口の総口数

807,907口の整数倍数の最大値とな

る2,393,020,534円を利益分配金と

して分配することとしました。な

お、本投資法人の規約第35条第２項

に定める利益を超えた金銭の分配は

行いません。 
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（５）キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：千円） 

 前期 当期 

 
自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,967,423 2,394,243 

減価償却費 753,532 768,739 

投資法人債発行費償却 344 2,067 

融資関連費用 107,694 114,263 

受取利息 △44 △44 

支払利息 252,550 260,854 

営業未収入金の増減額（△は増加） 36,046 △54,815 

未収消費税等の増減額（△は増加） 464,212 148,228 

未収還付法人税等の増減額(△は増加) △864 2,251 

前払費用の増減額（△は増加） 6,896 △18,171 

長期前払費用の増減額（△は増加） △5,521 14,197 

その他の資産の増減額（△は増加） 62,225 △17,833 

営業未払金の増減額（△は減少） △73,673 98,039 

未払金の増減額（△は減少） 53,795 △16,251 

前受金の増減額（△は減少） △84,736 △25,870 

信託有形固定資産の売却による減少額 9,190,016 - 

その他の負債の増減額（△は減少） 9,724 △87,819 

その他 903 - 

小計 13,740,523 3,582,079 

利息の受取額 44 44 

利息の支払額 △252,088 △265,037 

法人税等の支払額 △738 △652 

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,487,742 3,316,433 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託有形固定資産の取得による支出 △18,080,298 △248,591 

無形固定資産の取得による支出 △2,277 - 

投資有価証券の払戻による収入 101,531 - 

信託差入敷金及び保証金の差入による支出 12 - 

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,981,032 △248,591 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △2,000,000 - 

長期借入金の返済による支出 - △13,000,000 

長期借入れによる収入 5,500,000 13,000,000 

融資関連費用に係る支出 △11,000 △113,895 

投資法人債の発行による収入 3,400,000 - 

投資法人債発行費の支出 △24,167 - 

自己投資口の取得による支出 - △799,984 

分配金の支払額 △2,226,551 △2,965,743 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,638,280 △3,879,623 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,990 △811,782 

現金及び現金同等物の期首残高 6,882,891 7,027,882 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,027,882 ※１ 6,216,100 

- 41 -



（６）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（７）重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しています。なお、匿名組合出資持分について

は、匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用していま

す。 

２．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産 

 定額法を採用しています。 

 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 

信託建物 ２年～46年 

信託構築物 

信託機械及び装置 

４年～20年 

２年～17年 

信託工具、器具及び備品 ４年～15年 

（２）無形固定資産 

 定額法を採用しています。 

（３）長期前払費用 

 定額法を採用しています。 

３．繰延資産の処理方法 （１）投資口交付費 

 支出時に全額費用処理しています。 

（２）投資法人債発行費 

 投資法人債の償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 

４．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用とし

て費用処理する方法を採用しています。 

 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資

法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当

該不動産等の取得原価に算入しています。 

 前期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は95,606千

円であり、当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は

ありません。 

５．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、繰延ヘッジ処理によっております。但し、特例

処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用していま

す。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ取引 

 ヘッジ対象 借入金金利 

（３）ヘッジ方針 

 本投資法人は、リスク管理の基本方針を定めた規程に基づき、投資法人規

約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と、ヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することに

より、ヘッジの有効性を評価しています。 

 但し、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、有

効性の評価を省略しています。 

６．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金

及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなります。 
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７．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

（１）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産

内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘

定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 

 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目に

ついては、貸借対照表において区分掲記することとしています。 

① 信託現金及び信託預金

② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備

品、信託土地、信託建設仮勘定

③ 信託預り敷金及び保証金

（２）消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

（８）財務諸表に関する注記 

 リース取引、有価証券、退職給付、関連当事者との取引及び資産除去債務に関する注記事項については、開示を

省略しています。 

［貸借対照表に関する注記］ 

※１ 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 

（単位:千円） 

前期 

（平成29年４月30日） 

当期 

（平成29年10月31日） 

50,000 50,000 

［損益計算書に関する注記］ 

※１ 不動産賃貸事業損益の内訳 

（単位:千円） 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

A．不動産賃貸事業収益 

賃貸事業収入 

賃料 4,016,686 4,275,839 

共益費 924,308 980,013 

その他賃貸収入 298,923 309,660 

計 5,239,918 5,565,513 

その他賃貸事業収入 

その他賃貸事業収入 515,660 606,368 

計 515,660 606,368 

不動産賃貸事業収益合計 5,755,579 6,171,882 

B．不動産賃貸事業費用 

管理委託費 667,776 649,134 

水道光熱費 526,495 657,846 

損害保険料 14,521 15,288 

修繕費 162,661 150,644 

公租公課 392,590 499,321 

減価償却費 752,526 767,620 

その他賃貸事業費用 66,817 66,045 

不動産賃貸事業費用合計 2,583,389 2,805,901 

C．不動産賃貸事業損益（A－B） 3,172,189 3,365,980 
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※２ 不動産等売却益の内訳 

 

前期（自 平成28年11月１日 至 平成29年４月30日）  

  （単位：千円） 

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 

不動産等売却収入 10,100,000  

不動産等売却原価 9,190,016  

その他売却費用 125,401  

不動産等売却益  784,581 

 

当期（自 平成29年５月１日 至 平成29年10月31日）  

該当事項はありません。 

 

 

［投資主資本等変動計算書に関する注記］ 

※１ 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 

 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

発行可能投資口総口数 10,000,000口 10,000,000口 

発行済投資口の総口数 815,547口 807,907口 

 

［キャッシュ・フロー計算書に関する注記］ 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  （単位:千円）  

 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

現金及び預金 4,108,833 3,090,066 

信託現金及び信託預金 10,230,271 10,596,926 

使途制限付信託預金（注） △7,311,222 △7,470,893 

現金及び現金同等物 7,027,882 6,216,100 

（注）  テナントから預っている敷金及び保証金の返還のために留保されている信託預金です。 

 

［金融商品に関する注記］ 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、安定的かつ

健全な財務運営を行うことを基本方針とし、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の

支払い、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済等の資金の手当てを目的として、

資金を借入れ又は投資法人債（短期投資法人債を含む。以下同じです。）の発行及び投資口の発行等によ

り資金調達を行います。 

 また、一時的な余剰資金や信託預り敷金及び保証金等は、安全性及び換金性を考慮し、銀行預金で運用

しています。 

 なお、デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジする

ことを目的とした運用に限るものとします。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスク及びその有する不動産等の価値の

変動リスクに晒されていますが、定期的に発行体の財務状況及び不動産等の価値等を把握することにより、

信用リスク及び価値変動リスクの低減に努めています。 

 借入金及び投資法人債の資金使途は、主に不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得です。 
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 借入金及び投資法人債は、弁済期日において流動性リスクに晒されますが、総資産有利子負債比率等を

適正に管理することで、市場金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にし、増資による資本

市場からの資金調達力の維持・強化に努めること、月次の資金繰りを作成するなどして手元流動性を常に

把握して早期に資金調達計画を立案し、所要資金を準備すること等の方法により当該リスクを管理します。 

 変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、借入額全体に占める変動金利建て借入金

残高の比率を金融環境に応じて調整することなどにより当該リスクを管理します。 

 更に、変動金利の借入金のうち一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図

るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。なお、ヘッジ対象

とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性

を評価しています。但し、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、その判定を

もって有効性の評価を省略しています。 

 デリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理の基本方針を定めた規程に基づき行っています。 

 本投資法人の余剰資金の預入先については、預入先金融機関の破綻等の信用リスクが存在しますが、一

定の信用力のある預入先に限定することや、預入期間を短期に限定することにより当該リスクを軽減して

います。 

 信託預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、契約満了前の退去による流動性リスクに晒

されていますが、手元流動性を確保すること等により当該リスクを軽減しています。 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等

によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは、次表には含めていません（（注２）参照）。 

前期（平成29年４月30日） 

（単位：千円）  

 
貸借対照表計上額 

（注１） 

時価 

（注１） 
差額 

（１）現金及び預金 4,108,833 4,108,833 - 

（２）信託現金及び信託預金 10,230,271 10,230,271 - 

資産計 14,339,104 14,339,104 - 

（３）１年内返済予定の長期借入金 18,500,000 18,500,995 995 

（４）投資法人債 3,400,000 3,394,940 △5,060 

（５）長期借入金 67,100,000 67,531,915 431,915 

負債計 89,000,000 89,427,850 427,850 

（６）デリバティブ取引 79,972 79,972 - 
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当期（平成29年10月31日） 

（単位：千円）  

 
貸借対照表計上額 

（注１） 

時価 

（注１） 
差額 

（１）現金及び預金 3,090,066 3,090,066 - 

（２）信託現金及び信託預金 10,596,926 10,596,926 - 

資産計 13,686,993 13,686,993 - 

（３）１年内返済予定の長期借入金 17,500,000 17,539,743 39,743 

（４）投資法人債 3,400,000 3,386,120 △13,880 

（５）長期借入金 68,100,000 68,439,898 339,898 

負債計 89,000,000 89,365,762 365,762 

（６）デリバティブ取引 115,701 115,701 - 

（注１）  金融商品の時価の算定方法 

（１） 現金及び預金、（２） 信託現金及び信託預金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

（３） １年内返済予定の長期借入金、（５） 長期借入金 

 １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金のうち、変動金利によるものは金利が一定期間ごとに更改される条件と

なっているため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。また、固定金利によるものの

時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した同様の新規借入れを行った場合に想定される金利で割り引いて

算出する方法によっています。なお、金利スワップの特例処理によるものの時価については、ヘッジ対象とされている

長期借入金の時価に含めて記載しています。 

 また、一部の１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、複合金融商品であるキャンセラブルローン（期限前特

約権の行使による期限前解約特約付）ですが、１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の時価に含めて記載してい

ます。 

（４） 投資法人債 

 これらの時価は市場価格によっています。 

（６） デリバティブ取引 

 後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。 

 

（注２）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 

 賃貸物件における賃借人から預託されている信託預り敷金及び保証金に関しては、市場価格がなく、かつ、賃貸借契

約期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことか

ら、合理的にキャッシュ・フローを見積もることができません。よって、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、時価開示の対象とはしていません。 

（単位：千円） 

 前期 

（平成29年４月30日） 

当期 

（平成29年10月31日） 

信託預り敷金及び保証金 7,311,222 7,470,893 
 

 

（注３）  金銭債権の決算日後の償還予定額 

前期（平成29年４月30日） 

 （単位：千円）  
 １年以内 

現金及び預金 4,108,833 

信託現金及び信託預金 10,230,271 

合計 14,339,104 
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当期（平成29年10月31日） 

（単位：千円） 

１年以内 

現金及び預金 3,090,066 

信託現金及び信託預金 10,596,926 

合計 13,686,993 

（注４）  借入金及び投資法人債の決算日後の返済予定額 

前期（平成29年４月30日） 

（単位：千円） 

１年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

投資法人債 - - - - 1,800,000 1,600,000 

長期借入金 18,500,000 12,000,000 25,350,000 17,200,000 12,550,000 - 

当期（平成29年10月31日） 

（単位：千円） 

１年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

投資法人債 - - - - 1,800,000 1,600,000 

長期借入金 17,500,000 17,500,000 23,950,000 19,150,000 7,500,000 - 

［デリバティブ取引に関する注記］ 

１．ヘッジ会計が適用されていないもの 

前期（平成29年４月30日） 

 該当事項はありません。 

当期（平成29年10月31日） 

 該当事項はありません。 
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２．ヘッジ会計が適用されているもの 

 ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は以下のとおりで

す。 

前期（平成29年４月30日） 

（単位：千円） 

ヘッジ会計の 

方法 

デリバティブ取引の 

種類等 
主なヘッジ対象 

契約額等 

時価 
当該時価の 

算定方法 
うち１年超 

原則的処理方法 
金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
長期借入金 31,600,000 31,600,000 79,972 

取引先金融

機関から提

示された価

格等によっ

ています。 

金利スワップの

特例処理 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
長期借入金 23,800,000 23,800,000 （注） - 

合計 55,400,000 55,400,000 79,972 - 

（注）  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価

は前記「金融商品に関する注記 ２．金融商品の時価等に関する事項」における「(５)長期借入金」の時価に含めて記載

しています。 

当期（平成29年10月31日） 

（単位：千円） 

ヘッジ会計の 

方法 

デリバティブ取引の 

種類等 
主なヘッジ対象 

契約額等 

時価 
当該時価の 

算定方法 
うち１年超 

原則的処理方法 
金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
長期借入金 39,100,000 39,100,000 115,701 

取引先金融

機関から提

示された価

格等によっ

ています。 

金利スワップの

特例処理 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
長期借入金 23,800,000 14,800,000 （注） - 

合計 62,900,000 53,900,000 115,701 - 

（注）  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価

は前記「金融商品に関する注記 ２．金融商品の時価等に関する事項」における「(５)長期借入金」の時価に含めて記載

しています。 
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［税効果会計に関する注記］ 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

  （単位:千円）  

 
前期 

平成29年４月30日 

当期 

平成29年10月31日 

繰延税金資産   

未払事業税損金不算入額 6 19 

繰延税金資産合計 6 19 

繰延税金負債   

繰延ヘッジ損益 25,263 36,550 

繰延税金負債合計 25,263 36,550 

繰延税金資産（△負債）の純額 △25,256 △36,530 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  （単位:％）  

 
前期 

平成29年４月30日 

当期 

平成29年10月31日 

法定実効税率 31.74 31.74 

（調整）   

支払分配金の損金算入額 △31.74 △31.72 

その他 0.03 0.02 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.03 0.04 

 

［賃貸等不動産に関する注記］ 

 本投資法人は、大都市圏における大規模オフィスビルを保有しています。これら賃貸等不動産に係る貸借対照表

計上額、期中増減額及び時価は次のとおりです。 

  （単位:千円）  

 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

貸借対照表計上額   

 

期首残高 155,798,472 163,841,681 

期中増減額 8,043,209 △479,279 

期末残高 163,841,681 163,362,402 

期末時価 179,238,000 181,288,000 

（注１）  貸借対照表計上額は、取得原価（取得に伴う付帯費用を含みます。）から、減価償却累計額を控除した金額です。また、無

形固定資産（前期末合計6,009千円、当期末合計4,889千円）は含んでいません。 

（注２）  賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主な増加額は新規物件の取得（17,337,262千円）及び資本的支出（648,489千円）

によるものであり、主な減少額は物件の売却（9,190,016千円）及び減価償却費（752,526千円）によるものです。当期の主

な増加額は資本的支出（288,340千円）によるものであり、主な減少額は減価償却費（767,620千円）によるものです。 

（注３）  期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく評価額を記載しています。 

 

 また、賃貸等不動産に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。 
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［セグメント情報等に関する注記］ 

１．セグメント情報 

 本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 

２．関連情報 

前期（自 平成28年11月１日 至 平成29年４月30日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、

記載を省略しています。 

（２）地域ごとの情報 

① 営業収益 

 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略していま

す。 

② 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しています。 

（３）主要な顧客に関する情報 

  （単位:千円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名 

非開示 (注) 784,581 不動産賃貸業 

（注）  当該顧客は国内の特別目的会社ですが、名称等を開示することについての同意を得られていないため非開示として

います。なお、当該顧客は関連当事者又は投信法上の利害関係人等には該当いたしません。 

 

当期（自 平成29年５月１日 至 平成29年10月31日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、

記載を省略しています。 

（２）地域ごとの情報 

① 営業収益 

 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略していま

す。 

② 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しています。 

（３）主要な顧客に関する情報 

 単一の外部顧客への営業収益がすべて損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略し

ています。 
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［１口当たり情報に関する注記］ 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

１口当たり純資産額 100,467円 99,747円 

１口当たり当期純利益 3,637円 2,953円 

（注１）  １口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜在投資口調整

後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 

（注２）  １口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。 

前期 

自 平成28年11月１日 

至 平成29年４月30日 

当期 

自 平成29年５月１日 

至 平成29年10月31日 

当期純利益（千円） 2,966,666 2,393,243 

普通投資主に帰属しない金額（千円） - - 

普通投資口に係る当期純利益（千円） 2,966,666 2,393,243 

期中平均投資口数（口） 815,547 810,226 

［重要な後発事象に関する注記］ 

該当事項はありません。 
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（９）発行済投資口の総口数の増減

本投資法人の設立以降当期末日までの増資等の状況は以下のとおりです。 

年月日 摘要 
発行済投資口の総口数（口） 

出資総額（純額）（注１） 
（百万円） 

備考 
増減 残高 増減 残高 

平成26年２月27日 私募設立 1,500 1,500 150 150 （注２） 

平成26年６月４日 公募増資 411,000 412,500 40,851 41,001 （注３） 

平成26年６月25日 第三者割当増資 20,180 432,680 2,005 43,007 （注４） 

平成27年５月26日 公募増資 104,300 536,980 10,364 53,371 （注５） 

平成27年６月24日 第三者割当増資 5,230 542,210 519 53,891 （注６） 

平成28年５月31日 公募増資 261,500 803,710 23,939 77,830 （注７） 

平成28年６月29日 第三者割当増資 11,837 815,547 1,083 78,913 （注８） 

平成29年８月10日 消却 △7,640 807,907 △799 78,113 （注９） 

（注１） 出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。 

（注２）  本投資法人の設立に際して、１口当たり発行価額100,000円にて投資口を発行しました。 

（注３）  １口当たり発行価格103,000円（発行価額99,395円）にて、公募により新投資口を発行しました。 

（注４）  １口当たり発行価額99,395円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。 

（注５） １口当たり発行価格102,960円（発行価額99,369円）にて、公募により新投資口を発行しました。 

（注６） １口当たり発行価額99,369円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。 

（注７） １口当たり発行価格94,672円（発行価額91,545円）にて、公募により新投資口を発行しました。 

（注８） １口当たり発行価額91,545円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。 

（注９） 平成29年６月13日から平成29年７月10日にかけて、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付け

により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口（7,640口）については、平成29年７月27日に開催された本投

資法人の役員会における決議に基づき、そのすべてを平成29年８月10日に消却しました。 
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